
５．ふん害等防止条例の概要
平成23年４月１日現在

都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式

人口
登録犬

約28.0万人
15,541頭

黒松内町
（北海道）

黒松内町ごみポイ捨て及び
ふん害の防止に関する条例
平成14年3月19日公布
平成14年4月1日施行

町事業者、町民等及び土地所有者等が協力して
地域における空き缶等及び吸殻等の投棄を防止
するとともに犬のふんの適切な処理に努め、清潔
で美しいまちづくりを推進し、町民の快適な生活環
境を確保するため必要事項を定めることを目的と
する。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書

人口
登録犬

3,198人
196頭

栗山町
（北海道）

栗山町空き缶等のポイ捨て
及び飼い犬のふんの放置の
防止に関する条例
平成20年12月18日公布
平成21年4月1日施行

空き缶等のポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防
止に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美
しいまちづくりによる快適な生活環境の確保を目
指す。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・指導書

人口
登録犬
（制定時点）

約1.4万人
812頭

士別市
（北海道）

士別市空き缶等のポイ捨て
及び飼い犬等のふん害の防
止に関する条例
平成17年9月1日公布
平成17年9月1日施行

市民、事業者及び土地所有者等、並びに市の責
務を明らかにし、市民の清潔で快適な生活環境の
確保と地域における環境美化の促進を図り、もっ
てきれいなまちづくりに資する。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・指導書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約2.3万人
1,233頭

恵庭市
（北海道）

きれいなまちづくり条例
平成15年3月31日公布
平成15年3月31日施行

空き缶・たばこの吸殻・犬の糞などの散乱を防止
し、地域の環境美化を促進し市民の生活環境の
向上に役立てる事を目的とする。

犬の糞害等の防止啓発
人口
登録犬

約6.8万人
 3,741頭

富良野市
（北海道）

富良野市まちをきれいにする
条例
平成13年4月1日公布
平成13年4月1日施行

富良野市環境基本条例に基づく環境美化の促進
を図るため、市、市民等、事業者及び土地所有者
等が一体となって、空き缶、空きびん、たばこの吸
い殻、飼い犬の糞等のごみの散乱を防止するとと
もに、空き地の適切な管理をすることにより、美しく
快適な生活環境の保全及び良好な都市環境の形
成に資することを目的とする。

・市民等の責務
・投棄の禁止
・指導、勧告及び命令

・勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約2.4万人
1,063頭

洞爺湖町
（北海道）

洞爺湖町さわやか環境条例
平成20年4月1日公布
平成20年4月1日施行

町民及び滞在者等はペットを散歩させるときは、
ペットの糞を処理するための用具を常に携行し、
糞を持ち帰り、適正に処理しなければならない。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬
（制定時点）

約1.0万人
630頭

登別市
（北海道）

登別市不法投棄、ポイ捨て
及びペットのふんの放置防
止条例
平成16年12月21日公布
平成17年4月1日施行

市民、事業者、土地所有者及び滞在者等並びに
市が一体となってごみ及び再生資源の散乱の原
因となる不法投棄、ポイ捨て及びペットのふんの
放置を防止することにより、環境の保全、美観の
保持及び資源の循環的な利用を推進し、もって自
然及び生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬

約5.0万人
2,645頭

中札内村
（北海道）

中札内村飼い犬のふん害防
止条例
平成11年3月26日公布
平成11年4月1日施行
（平成14年9月17日改正）

飼い主の責任により、飼い犬のふん及び尿の処
理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い
犬のふん害防止に関する意識の高揚を図り、良好
で快適な生活環境を保持し、清潔なまちづくりを進
めることを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書

人口
登録犬

約0.4万人
361頭

おいらせ町
（青森県）

おいらせ町環境美化条例
平成19年3月14日公布
平成19年4月1日施行

町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上さ
せ、町、町民等、事業者及び土地の占有者等の責
任と役割を明確に示すとともに、それぞれが、協
力連携し、快適でさわやかな生活環境のもとで誰
もが安心して暮らせるまちづくりを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・町民の協力
・指導及び勧告

・違反行為是正勧
告書
・命令書
・報告書

人口
登録犬

約2.5万人
2,529頭

五戸町
（青森県）

五戸町環境美化条例
平成23年3月17日公布
平成23年4月1日施行

町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上さ
せ、町、町民等、事業者及び土地占有者等の責任
と役割を明確に示すとともに、それぞれが、協力
連携することにより、快適でさわやかな生活環境
のもとで誰もが安心して暮らせるまちづくりに寄与
することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・不法投棄等情報
受付処理簿
・勧告書
・命令書
・改善状況報告書

人口
登録犬

約1.9万人
1,782頭

岩沼市
（宮城県）

岩沼市飼い犬のふんの放置
の防止に関する条例
平成19年10月1日公布
平成20年1月1日施行

飼い犬のふんの放置の防止を図ることにより、清
潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活
環境の保持に資することを目的とする。

・市の責務、市民等の責務
を規定
・ふん放置防止重点地区の
指定、施策推進のための行
動計画策定を規定
・指導、助言、勧告、命令を
規定
・違反者の公表を規定

なし
人口
登録犬

約4.4万人
2,624頭

備考
（平成22年度）

函館市
（北海道）

函館市犬による危害の防止
等に関する条例
平成15年12月17日公布
平成16年4月1日施行

畜犬の係留等について必要な事項を定め、犬によ
る人、家畜などへの危害防止の措置を講ずること
により、市民生活の安全の確保を図ることを目的
とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

（平成23年3月31日）
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

人口
登録犬

約25.4万人
9,653頭

人口
登録犬

約11.1万人
3,939頭

人口
登録犬

約13.7万人
4,567頭

人口
登録犬

約2.9万人
1,147頭

人口
登録犬

約2万人
795頭

人口
登録犬

0.6万人
261頭

郡山市
（福島県）

郡山市ポイ捨て及び犬のふ
んの放置防止に関する条例
平成10年10月12日公布
平成11年4月1日施行

市民及び事業者、並びに市の責務を明らかにし、
環境の美化を推進することにより、市民の快適な
生活の確保を目的とする。

1　飼い主の遵守事項
2　指導及び助言
3　勧告
4　命令
5　立入調査

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

337,453人
17,588頭

本宮市
（福島県）

本宮市美しいまちづくり推進
条例
平成19年1月1日公布
平成19年1月1日施行

空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに飼い犬のふ
んの放置の防止に関し、本市、市民等、事業者、
占有者等の責務及び必要な事項を定めることによ
り、地域の環境美化の促進及び美観の保護を行
い、もって清潔で美しいまちづくりの形成に資する
ことを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・勧告

人口
登録犬
（制定時点）

約3.1万人
2,117頭

田村市
（福島県）

田村市空き缶等ポイ捨て及
び犬のふんの放置防止に関
する条例
平成17年3月1日公布
平成17年3月1日施行

空き缶等のポイ捨てによる散乱及び犬の糞の放
置防止について必要な事項を定め、環境の美化を
推進することにより、市民の快適な生活環境を確
保することを目的とする。

・飼い犬の所有者は飼い犬
が公共の場所等でふんをし
たときは、ただちに回収し、
持ち帰らなければならない
・命令と罰則

・報告書
・勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約4.1万人
2,910頭

鏡石町
（福島県）

鏡石町美しいまちづくり推進
条例
平成9年3月21日公布
平成9年7月1日施行

町、町民等、事業者、占有者等が一体となって空
き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、快適な生活
環境を確保するとともに、町内の環境美化の推進
及び美観の保護を行い、清潔で美しいまちづくりを
めざすことを目的とする。

・飼い犬のふんを公共の場
所に放置することを禁止
・勧告と命令

人口
登録犬
（制定時点）

約1.3万人
898頭

三春町
（福島県）

三春町ポイ捨て等の防止に
関する条例
平成12年3月17日公布
平成12年7月1日施行

空き缶等のゴミのポイ捨て、飼い犬のふんの放
置、及びペットの遺棄等を防止することにより、環
境美化を推進し、もって町民の快適な生活環境を
確保することを目的とする。

・飼い犬の所有者は飼い犬
が公共の場所等でふんをし
たときは、ただちに回収し、
持ち帰らなければならない
・勧告と命令

人口
登録犬
（制定時点）

約2万人
　　　1,098頭

会津若松市
（福島県）

会津若松市生活環境の保全
等に関する条例
平成12年3月31日公布
平成12年10月1日施行

この条例は、会津若松市環境基本条例（平成9年
会津若松市条例第18号）第3条に定める基本理念
にのっとり、法令に特別の定めがある場合を除く
ほか、生活環境の保全等について、市、事業者及
び市民の責務を明らかにするとともに、必要な事
項を定めることにより、良好な生活環境の保全及
び創造に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、助言及び命令

・立入調査を行う
職員の身分証明
書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約11.8万人
3,738頭

磐梯町
（福島県）

磐梯町ポイ捨て等の防止に
関する条例
平成20年9月6日公布
平成20年10月1日施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び
犬のふんの放置に関して必要な事項を定め、快適
な生活環境の確保及び美しいまちづくりに寄与す
ることを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、助言及び命令

犬のふんの回収
命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約3,800人
239頭

舟形町
（山形県）

舟形町環境美化推進条例
平成12年6月16日公布
平成13年1月1日施行

飲食料容器並びに吸殻等及びごみ等の散乱防止
に関し、町、町民等、事業者等の責務及び必要事
項を定めるところにより、本町全域の環境美化推
進及び美観の保護を行い、清潔で美しい生活環
境の形成に資することを目的とする。

・町民等の協力
・公共等の場所において、
排泄したふんの放置禁止
・罰則

（平成22年度）

河北町
（山形県）

河北町快適な住みよいまち
づくり条例
平成19年3月15日公布
平成19年4月1日施行

快適な住みよいまちづくりに必要な事項を定め、
町民、事業者及び町が一体となって生活環境の保
全向上を図ることを目的とする。

・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告

・勧告書
（平成22年度）

長井市
（山形県）

長井市ポイ捨て等防止条例
平成16年3月25日公布
平成16年7月1日施行

市長・市民及び事業者が一体となった公共の場所
等におけるポイ捨て等による空缶･吸殻等の散乱
及び飼養する動物のふんの放置防止により環境
の美化を図り、もって長井市環境保全基本条例
（平成6年条例第9号）に掲げる市民の健康で文化
的な生活を確保することを目的とする。

・市長の責務
・市民等の責務
・指導及び助言
・勧告及び命令
・公表

・勧告書
・命令書
・報告書 （平成22年度）

鶴岡市
（山形県）

鶴岡市空き缶等の散乱防止
に関する条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

空き缶等の投棄による散乱及びふん害の防止に
必要な事項を定めることにより、地域の環境美化
促進及び美観の保護を行い、清潔で美しい地域
社会の構築に資することを目的とする。

・市民の啓蒙
・市民の協力
・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発

・勧告書
・命令書

（平成22年度）

酒田市
（山形県）

酒田市美観保護条例
平成17年11月1日公布
平成17年11月1日施行
（平成22年3月5日）

市民等、事業者及び市が一体となって、廃棄物の
不法投棄の防止及び放置自動車等の発生の防止
をすることにより、美観を保護するとともに、市民
の清潔で快適な生活環境の維持に資することを目
的とする。

・市民等の協力
・勧告、措置命令

措置勧告書
（平成22年度）

山形市
（山形県）

山形市空き缶等散乱防止条
例
平成9年3月31日公布
平成9年10月1日施行
（平成11年12月24日）

公共の場所等におけるポイ捨てによる空き缶等及
び吸殻等の散乱並びに飼養する動物のふんの放
置を防止することにより、この市の美観の保全を
図り、もって美しい山形をつくる基本条例に掲げる
良好な環境の形成に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告、公表及び立
入

命令書

（平成22年度）
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

喜多方市
（福島県）

喜多方市ポイ捨て等の防止
に関する条例
平成15年3月26日公布
平成15年7月1日施行

この条例は、市民等、事業者、土地の占有者及び
市が一体となって、空き缶の散乱の防止等を図
り、もって快適な生活環境の確保及び美しいまち
づくりに寄与することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告及び命令

・犬のふん回収命
令書
・立入調査員証

人口
登録犬
（平成22年）

約5.2万人
2,407頭

会津坂下町
（福島県）

会津坂下町ポイ捨て及び犬
のふんの放置防止に関する
条例
平成12年3月21日公布
平成12年10月1日施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び
犬のふんの放置防止について必要な事項を定
め、環境の美化を推進することにより、町民の快
適な生活を確保することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び命令

立入調査員証
人口
登録犬
（平成22年）

約1.7万人
598頭

会津美里町
（福島県）

会津美里町ポイ捨て及び犬
のふんの放置防止に関する
条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び
犬のふんの放置防止に関し必要な事項を定め、
環境の美化を推進することにより、町民の快適な
生活を確保することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導

立入調査員証
人口
登録犬
（平成22年）

約2.3万人
967頭

柳津町
（福島県）

柳津町ポイ捨て及び犬のふ
んの放置防止に関する条例
平成20年9月24日公布
平成21年1月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの
放置防止に関し必要な事項を定め、環境美化を推
進することにより、町民の快適な生活を確保する。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬
（制定時点）

約4,200人
157頭

水戸市
（茨城県）

水戸市飼い犬のふん害等の
防止に関する条例
平成8年3月27日公布
平成8年10月1日施行

飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を
図り、地域の環境美化の促進に寄与するため、飼
い犬のふん及び尿の処理等について必要な事項
を定めることを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・立入調査・罰則

・指導報告書
・勧告書

人口
登録犬

約26.5万人
12,698頭

日立市
（茨城県）

日立市飼い犬のふんの防止
に関する条例
平成10年3月30日公布
平成10年10月1日施行

清潔で美しい街づくりを推進し、もって良好な生活
環境の保全に寄与する

・飼い犬のふん害等防止に
関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び命令
・立入調査・罰則

回収命令
人口
登録犬

約19.2万人
8,622頭

古河市
（茨城県）

古河市飼い犬のふん害等の
防止に関する条例
平成17年9月12日公布
平成17年9月12日施行

飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を
図り、地域の環境美化の促進に寄与するため、飼
い犬のふん及び尿の処理等について必要な事項
を定めることを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告立入調査・
罰則

・指導報告書
・勧告書

人口
登録犬

約14.4万人
9,070頭

笠間市
（茨城県）

笠間市すみよい環境条例
平成18年3月19日公布
平成18年3月19日施行

ごみのない、美しく、さわやかな、すみよい環境の
形成を目指して市民、事業者及び市が一体となっ
て取り組むべき事項を定めることにより、清潔で快
適な環境の確保に寄与することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

指導報告書
人口
登録犬

約7.9万人
6,582頭

小美玉市
（茨城県）

小美玉市環境美化条例
平成18年3月27日公布
平成18年3月27日施行

良好な環境の形成を目指して市、市民等及び事
業者、占有者が一体となって取り組むべき事項を
定めることにより、その施策の総合勝計画的な推
進を図り、持って清潔で快適な環境を将来にわ
たって確保することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約5.2万人
4,955頭

大洗町
（茨城県）

大洗町環境美化の推進に関
する条例
平成19年3月15日公布
平成19年4月1日施行

ごみの投げ捨て、ふん害及びその他町の美観を
害する行為を町、町民等、事業者等及び土地所有
者等が協働し防止することについて必要な事項を
定めることにより、快適な生活環境の確保及び清
潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約1.8万人
999頭

ひたちなか市
（茨城県）

ひたちなか市まちをきれいに
する条例
平成18年3月30日公布
平成18年7月1日施行

清潔な美しいまちづくりを目指し、市、市民等、飼
い主、事業者及び土地所有者等の責務を明らか
にするとともに、ごみ等の投げ捨て及びふん害を
防止することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約15.7万人
6,285頭

鹿嶋市
（茨城県）

鹿嶋市まちをきれいにする条
例
平成13年10月12日公布
平成14年1月1日施行

散乱ごみのない快適な生活環境を形成するため、
市、事業者、市民等及び土地所有者等の責務を
明らかにするとともに、ごみ等のポイ捨て及び犬
のふん害を防止し、清潔な美しいまちづくりを目指
すことを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約6.6万人
4,972頭

鉾田市
（茨城県）

鉾田市まちをきれいにする条
例
平成17年10月11日公布
平成17年10月11日施行

空き缶、吸殻等の散乱及びその他の廃棄物の散
乱を防止することに関し、市、市民等、事業者及び
土地所有者等の責務を明らかにするとともに、こ
れらに関する施策の推進に必要な事項を定めるこ
とにより、地域の環境美化の促進市民の快適な生
活環境の確保を図り、もって清潔できれいなまち
づくりに資することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約5万人
4,787頭
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神栖市
（茨城県）

神栖市きれいなまちづくり推
進条例
平成17年6月24日公布
平成17年8月1日施行

散乱ごみ等のない快適な生活環境を形成するた
め、市、事業者、市民等及び土地所有者等の責務
を明らかにするとともに、ごみ等のポイ捨て及び犬
のふん害を防止し、清潔なきれいなまちづくりを目
指すことを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約9.4万人
6,443頭

龍ケ崎市
（茨城県）

龍ケ崎市ごみのないきれい
なまちにする条例
平成10年6月16日公布
平成11年1月1日施行

散乱ごみのない快適な生活環境の形成を目指す
ため、市、事業者、市民等及び土地所有者等の責
務を明らかにするとともに、ごみ等のポイ捨て及び
ふん害の防止に関し必要な事項を定めることによ
り、清潔で美しいまちづくりに資することを目的と
する。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約7.9万人
4,818頭

牛久市
（茨城県）

牛久市環境美化の推進に関
する条例
平成16年3月26日公布
平成16年6月1日施行
（平成18年9月20日一部改
正）

ごみの投げ捨て、宣伝物等の放置及びふん害等
のまちの美観を害する行為を市、事業者、市民等
及び土地所有者等が協働し防止することについて
必要な事項を定めることにより、快適な生活環境
の確保及び清潔で美しいまちづくりに資することを
目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約8.1万人
4,421頭

阿見町
（茨城県）

阿見町環境美化条例
平成10年10月5日公布
平成11年4月1日施行

空き缶の投げ捨て、自動車・家具・家電製品等の
放置、飼い犬のふん害、違反ごみ出しの防止、空
き地等の適正な管理ならびに霞ヶ浦湖岸の美化
促進等について必要な事項を定めることにより、
地域の環境保全の推進及び美観の保護を図ると
ともに空き缶等の散乱を防止し、その回収による
資源化を促進するための措置を講ずること等によ
り、資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した
住民活動を促すとともに、環境と調和した地域社
会の構築に資することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約4.8万人
3,426頭

土浦市
（茨城県）

土浦市さわやか環境条例
平成6年9月29日公布
平成7年1月1日施行
（平成18年2月20日一部改
正）

ごみのない、美しくさわやかな環境の形成を目指
して市民、事業者及び市が一体となって取り組む
べき事項を定めることにより、清潔で快適な環境
の確保に寄与することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約14.4万人
9,139頭

石岡市
（茨城県）

石岡市環境美化条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

市民が良好な環境のもと快適な生活を営むため、
市、事業者及び市民が環境美化の観点から取り
組むべき事項を定めることにより、清潔な環境の
まちづくりの推進を図ることを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約7.9万人
6,131頭

かすみがうら市
（茨城県）

かすみがうら市環境美化に
関する条例
平成17年3月28日公布
平成17年3月28日施行

地域の環境保全の推進及び美観の保護を図り、
もって環境に配慮した住民活動を促し、環境に調
和した地域社会を構築することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約4.4万人
3,175頭

つくば市
（茨城県）

つくば市きれいなまちづくり
条例
平成19年6月26日公布
平成19年11月1日施行
（平成23年4月1日一部改正）

清潔できれいな生活環境の保持について、市、事
業者、市民等の責務を明らかにするとともに、空き
缶、吸殻等の投棄の禁止その他必要な事項を定
めることにより、清潔できれいなまちをつくり、もっ
て快適な市民生活の確保に寄与することを目的と
する。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約21.2万人
11,234頭

取手市
（茨城県）

取手市まちをきれいにする条
例
平成10年12月25日公布
平成11年4月1日施行
（平成18年4月1日一部改正）

空き缶等の散乱、歩行中の喫煙及び犬のふん害
の防止に関し、市、市民等、事業者及び土地所有
者等の責務を明らかにするとともに、これらに関す
る施策の推進に必要な事項を定めることにより、
市内の環境美化の促進と市民の快適な生活環境
の確保を図り、もって清潔できれいなまちづくりに
寄与することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約10.9万人
6,462頭

守谷市
（茨城県）

守谷市ポイ捨て等防止に関
する条例
平成19年12月17日公布
平成20年5月30日施行

ポイ捨て、路上等喫煙及び飼い犬等のふん害（以
下「ポイ捨て等」という。）の防止等に関して、市、
市民等、事業者等の責務を明らかにするととも
に、ポイ捨ての禁止、回収容器の設置、ポイ捨て
等の禁止強化区域の指定その他の必要な事項を
定めることにより、市内の環境美化の推進及び歩
行者等の安全の確保を図り、もって清潔で快適な
生活環境を保持することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約6.2万人
4,423頭

結城市
（茨城県）

結城市ごみ等の散乱防止に
関する条例
平成18年12月19日公布
平成9年4月1日施行

清潔で美しい街の保全及び快適な生活環境の確
保を図るため、ごみ等（空き缶、空き瓶その他の容
器、タバコの吸殻、チューインガムのかみかす及
び包装紙その他の投げ捨て又は放置による散乱
性の高い廃棄物並びに飼い犬の散歩中の糞）の
投げ捨て及び放置によるごみの散乱防止につい
て、必要な事項を定めることにより、地域環境の保
全美化を促進し、美しい街づくりに寄与することを
目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・全戸チラシでの周知
・実態調査

なし
人口
登録犬

約5.2万人
4,589頭
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桜川市
（茨城県）

桜川市を美しくする環境条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

ごみのない美しくさわやかな環境の形成を目指し
て市民、事業者及び市が一体となって取り組むべ
き事項を定めることにより、清潔で快適な環境の
確保に寄与することを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・指導書
・命令書

人口
登録犬

約4.6万人
3,292頭

常陸太田市
（茨城県）

常陸太田市ごみ等の散乱の
防止に関する条例
平成10年3月24日公布
平成10年4月1日施行

清潔で美しい街の保全及び快適な生活環境の確
保を図るため、ごみ等の投げ捨てによる散乱を防
止し、環境美化の促進を図ることを目的とする。

・市民等のゴミ等持ち帰り
・立入調査
・勧告及び命令
・罰則

・勧告書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約5.7万人
4,235頭

つくばみらい市
（茨城県）

つくばみらい市環境保全条
例
平成18年7月3日公布
平成18年9月1日施行
（平成20年4月1日一部改正）

現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営
む上において、環境を健全で恵み豊かなものとし
て享受する権利を有し、それを維持することが極
めて重要であることにかんがみ、環境の保全につ
いての市、市民及び事業者それぞれの責務を明
らかにするとともに、環境の保全に関する施策の
基本的な事項その他の必要な事項を定めることに
より、その施策の総合的かつ計画的な推進を図
り、もって良好な環境を将来にわたって確保するこ
とを目的とする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬（猫）適正
管理勧告書

人口
登録犬

約4.4万人
3,137頭

筑西市
（茨城県）

筑西市きれいなまちづくり条
例
平成22年12月28日公布
平成23年4月1日施行

清潔できれいなまちづくりを推進するために必要
な事項を定めることにより、市民等が協働して地
域の環境美化を図り、もって快適な生活環境の維
持に資することを目的とする。

・飼い犬等のふんの放置禁
止
・勧告及び公表

なし
人口
登録犬

約10.8万人
7,181頭

潮来市
（茨城県）

潮来市環境美化条例
平成16年9月30日公布
平成17年1月1日施行

空き缶等の投げ捨て、湖岸等の美化促進、自転
車・家具・家電製品等の放置、飼い犬のふん害、
違反ごみ出しの防止について必要な事項を定める
ことにより、地域の環境保全の推進及び美観の保
護を図るとともに、環境と調和した地域社会の構
築に資することを目的とする。

・飼い犬のふんの放置の禁
止
・飼い主の遵守事項
・飼い主に対する指導

なし
人口
登録犬

約3.1万人
2,376頭

稲敷市
（茨城県）

稲敷市環境美化条例
平成17年3月22日公布
平成17年3月22日施行

空き缶等の投げ捨て、自動車・家具・家電製品等
の放置、飼い犬のふん害、違反ごみ出しの防止、
空き地等の適正な管理並びに霞ケ浦の美化促進
等について必要な事項を定めることにより、地域
の環境保全の推進及び美観の保護を図るととも
に、空き缶等の散乱を防止し、その回収による資
源化を促進するための措置を講ずること等によ
り、資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した
住民活動を促すとともに、環境と調和した地域社
会の構築に資することを目的とする。

・飼い犬のふんの放置の禁
止
・飼い主の遵守事項
・飼い主に対する指導

なし
人口
登録犬

約4.7万人
3,984頭

人口
登録犬

約50.7万人
23,418頭

人口
登録犬

約15.6万人
8,737頭

人口
登録犬

約9万人
6,047頭

館林市
（群馬県）

館林市みんなでまちをきれい
にする条例
平成16年3月24日公布
平成16年10月1日施行

市、市民等及び事業者が協力して市内における河
川等の水質浄化及び環境美化に取り組むことによ
り、市民が求める清潔できれいなまちづくりを目指
すため必要な事項を定めるものとする。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発及び監視
・飼い主の遵守事項
・市民の協力、原状回復命
令、公表、罰金

原状回復命令の
報告書

人口
登録犬

約8.0万人
 4,509頭

板倉町
（群馬県）

板倉町美しいまちづくり条例
平成17年3月17日公布
平成17年10月1日施行

光と水と緑につつまれた板倉町の生活環境を守り
はぐくむため、町、町民及び事業者が協力して清
潔で美しいまちづくりを推進することを目的とす
る。

・飼い犬のふん害禁止
・町民の協力
・原状回復命令、過料

原状回復命令書
人口
登録犬

約1.6万人
 1,633頭

日光市
（栃木県）

日光市飼い犬のふん害等の
防止に関する条例
平成18年3月20日公布
平成18年3月20日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処
理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い
犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、
市民の良好な生活環境の保全に寄与することを
目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・委任

・飼い犬のふん害
等防止勧告書
・防止勧告履行命
令書

（平成20年度末）

足利市
（栃木県）

足利市飼い犬猫のふん害等
の防止に関する条例
平成16年7月1日公布
平成16年7月1日施行

飼い主の責任としての飼い犬猫のふん及び尿の
処理等に関し必要な事項を定めることにより、飼
い犬猫のふん害等の防止に関する意識の高揚を
図り、良好な生活環境の保全とともに清潔で快適
なまちづくりに寄与することを目的とする。

・飼い犬猫のふん害等の防
止に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・委任
・命令・罰則

・飼い犬猫のふん
害等防止勧告書
・防止勧告履行命
令書 （平成21年度末）

宇都宮市
（栃木県）

宇都宮市みんなでごみのな
いきれいなまちをつくる条例
平成20年6月30日公布
平成20年7月1日施行

ごみのないきれいなまちづくりを推進するために
必要な事項を定めることにより、市民及び来訪者
が快適に過ごすことのできる「きれいなまち宇都宮
を協働し、もって市民の良好な生活環境の維持に
資することを目的とする。

・飼い犬等の排泄した汚物
の適正処理
・意識啓発
・市民協働
・指導、勧告、事実等の公
表（重点地区においては警
告及び過料）

・指導書
・勧告書

（平成20年4月1日時点）
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都道府県・
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保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日
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目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

明和町
（群馬県）

明和町ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成16年3月22日公布
平成16年10月1日施行

環境への負担の低減及び快適な生活環境の保全
を図るため、ポイ捨て及びふん害の防止について
必要な事項を定め、清潔で美しい街づくりを推進
する。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発、
・飼い主の遵守事項
・町民の協力
・原状回復命令、過料

・命令書
・原状回復命令等
報告書

人口
登録犬

約1.2万人
    985頭

千代田町
（群馬県）

千代田町ごみのポイ捨て及
びふん害の防止に関する条
例
平成16年9月14日公布
平成17年4月1日施行

ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止について
必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまち
づくりを推進し、もって快適な生活環境の保全に努
めることを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・町民の協力
・原状回復命令、過料

原状回復命令の
報告書

人口
登録犬

約1.2万人
  1,017頭

大泉町
（群馬県）

大泉町ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成16年3月10日公布
平成16年10月1日施行

ポイ捨て等（犬のふんの放置）の防止に関し必要
な事項を定めることにより、町、町民等、事業者及
び所有者が一体となって清潔で美しいまちづくりを
推進し、もって快適な生活環境の保持に資するこ
とを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・町民の協力
・原状回復命令
・過料

その他
人口
登録犬

約4.1万人
  1,999頭

邑楽町
（群馬県）

邑楽町ごみのポイ捨て及び
犬のふん害の防止に関する
条例
平成15年3月10日公布
平成15年10月1日施行

ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止について、
必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまち
づくりを推進し、もって快適な生活環境を保全す
る。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・町民の協力
・原状回復命令、過料

人口
登録犬

約2.7万人
  2,534頭

みなかみ町
（群馬県）

みなかみ町環境美化に関す
る条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

この条例は、ポイ捨て、ふん害、落書き及び野焼
き（以下「ポイ捨て等」という。）の防止について必
要な事項を定めることにより、町民等、事業者、所
有者等及び町が一体となり生活環境の保全と清
潔で美しい町づくりの形成に資することを目的とす
る。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約2.1万人
　1,741頭

富岡市
（群馬県）

富岡市きれいなまちづくり条
例
平成16年9月22日公布
平成17年4月1日施行
（合併前）
平成18年3月27日公布
平成18年3月27日施行
（合併後）

この条例は、きれいなまちづくりを推進するため、
市民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上さ
せ、市、市民等、事業者、所有者等の責任と役割
を明確に示すとともに、それぞれが協力、連携し
地域の環境を自ら守り、市民の誰もが安心して気
持ちよく暮らせるまちにすることを目的とする。

・ふんの放置の防止に関す
る啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導又は勧告、命令、公
表、過料

・状況報告
・勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬

約5.2万人
3,792頭

下仁田町
（群馬県）

下仁田町環境美化に関する
条例
平成17年3月23日公布
平成17年10月1日施行

この条例は、町民一人ひとりの環境美化に対する
意識を向上させ、町、町民、事業者、所有者の責
任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力
連携し、快適で安全な生活環境のもとで誰もが安
心して暮らせる町づくりに資することを目的とす
る。

・ふんの放置の防止に関す
る啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導又は勧告、命令、公
表

人口
登録犬

約0.9万人
766頭

安中市
（群馬県）

安中市ポイ捨て等防止条例
平成18年3月18日公布
平成18年3月18日施行

この条例は、散乱ごみのない快適な生活環境の
形成を目指すため、ごみ等の散乱及びふん害の
防止に関し必要な事項を定めることにより、清潔で
美しいまちづくりに資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する措置、指導、啓
発、及び施策
・飼い主の遵守事項
・市民の協力
・指導、過料

人口
登録犬

約6.1万人
4,514頭

伊勢崎市
（群馬県）

伊勢崎市まちをきれいにする
条例
平成18年3月27日公布
平成18年4月1日施行

身近な生活環境の美化に関し、市、市民等、事業
者及び土地所有者等の責任と役割を明確に定め
ることにより、それぞれが協力連携し、まちの環境
美化に努め、もって清潔できれいなまちづくりを推
進することを目的とする。

・飼い主等に対し犬のふん
の放置の禁止
・指導及び勧告、公表

・勧告書
・公表

人口
登録犬

約21万人
12,833頭

鳩山町
（埼玉県）

鳩山町環境保全条例
平成5年12月15日公布
平成6年4月1日施行
（平成16年3月22日一部改
正）

環境の保全についての町、町民及び事業者それ
ぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全
に関する施策の基本的な事項その他の必要な事
項を定めることにより、その施策の総合的かつ計
画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわ
たって確保することを目的とする。

助言及び指導
人口
登録犬

約1.5万人
1,224頭

羽生市
（埼玉県）

羽生市飼い犬ふん害等防止
条例
平成7年3月30日公布
平成7年4月1日施行

飼い犬のふん害等防止に関する意識の高揚を図
り、市民の快適な生活環境の推進に寄与すること
を目的とする

・飼い犬のふん害等防止に
関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約5.6万人
3,628頭

毛呂山町
（埼玉県）

毛呂山町環境保全条例
平成8年4月2日公布
平成8年10月1日施行
（平成20年4月1日一部改正）

環境の保全に関し町、町民及び事業者それぞれ
の責務を明らかにするとともに、基本的な事項を
定めることにより、その施策の総合的推進を図り、
もって良好な環境を確保することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬

約3.6万人
2,122頭

6



都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日
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目的（趣旨） 内容 様式
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（平成22年度）

嵐山町
（埼玉県）

嵐山町環境保全条例
平成7年3月17日公布
平成7年10月1日施行
（平成23年6月10日一部改
正）

環境の保全についての町、町民及び事業者それ
ぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全
に関する施策の基本的な事項その他の必要な事
項を定めることにより、その施策の総合的かつ計
画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわ
たって確保することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約1.8万人
1,153頭

新座市
（埼玉県）

新座市飼い犬ふん害等防止
条例
平成8年3月29日公布
平成8年4月1日施行
（平成13年6月1日一部改正）

飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を
図り、市民の良好な生活環境の維持に寄与するこ
とを目的とする。

・飼い犬のふん害等防止に
関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告、命令、公表

・指導書
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約15.6万人
7,742頭

飯能市
（埼玉県）

飯能市環境保全条例
平成8年3月29日公布
平成8年7月1日施行

市民が健康で文化的な生活を営む上において、
良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、
環境の保全について、本市、市民及び事業者それ
ぞれの責務を明らかにし、環境の保全に関する基
本的な事項その他の必要な事項を定めることによ
り、その施策の総合的な推進を図り、もって良好な
環境を保全することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び助言

人口
登録犬

約8.2万人
5,131頭

日高市
（埼玉県）

日高市環境保全条例
平成9年9月30日公布
平成10年4月1日施行
（平成23年3月22日一部改
正）

環境の保全と創造についての市、市民及び事業
者それぞれの責務を明らかにするとともに、環境
の保全と創造に関する基本的な事項その他の必
要な事項を定めることにより、その施策の総合的
な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって
確保することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬

約2.2万人
4,141頭

蕨市
（埼玉県）

蕨市さわやか環境条例
平成10年6月23日公布
平成10年7月1日施行

市民、事業者及び市の果たすべき責務を明らかに
するとともに、ごみの散乱の防止、空き地及び空き
家の適正な管理その他の必要な事項を定めること
により、これらの者が一体となって地域の環境美
化を推進し、もって清潔でさわやかな生活環境を
確保することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬

約3.7万人
2,291頭

吉川市
（埼玉県）

吉川市環境保全条例
平成10年3月23日公布
平成10年10月1日施行
（平成22年7月1日一部改正）

自然の保護、地域の美化及び環境汚染の防止に
ついて、市、市民及び事業者が果たすべき責務を
明確にし、もって環境の保全及び向上を図ることを
目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・命令

人口
登録犬

約6.6万人
4,137頭

坂戸市
（埼玉県）

坂戸市環境保全条例
平成9年12月18日公布
平成10年10月1日施行
（平成23年3月25日一部改
正）

市、事業者及び市民の責務を明らかにするととも
に、環境の保全に関する必要な事項を定め、もっ
て市民の健康と快適な生活の確保に寄与すること
を目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導又は勧告

人口
登録犬

約4.2万人
4,942頭

狭山市
（埼玉県）

狭山市ポイ捨ての防止に関
する条例
平成11年7月1日公布
平成11年10月1日施行

市、市民及び事業者が協力して清潔できれいなま
ちづくりを推進し、もって快適な生活環境を確保す
ることを目的とする。

・市民の責務
・ポイ捨ての禁止
・行為の中止又は原状回復
命令

人口
登録犬

約15.7万人
8,814頭

上尾市
（埼玉県）

上尾市ポイ捨て等の防止及
び環境美化の促進に関する
条例
平成11年3月30日公布
平成11年10月1日施行

市、事業者及び市民等が一体となって環境美化の
促進を図り、もって快適な生活環境の保持に資す
ることを目的とする。

・飼い主の責務
・禁止行為
・勧告、命令、公表

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約22.7万人
10,276頭

志木市
（埼玉県）

志木市ポイ捨て防止に関す
る条例
平成11年12月22日公布
平成12年2月1日施行

市、市民等、事業者及び市民団体の協働によるポ
イ捨てのない快適なまちづくりを総合的かつ計画
的に推進し、もって市民の生活環境の向上に資す
ることを目的とする。

・禁止行為
・命令

人口
登録犬

約7.1万人
2,858頭

鶴ヶ島市
（埼玉県）

鶴ヶ島市の環境を保全する
条例
平成11年12月22日公布
平成12年4月1日施行
（平成14年4月1日一部改正）

公害の防止、環境の美化等の推進を図り、もって
市民の健康で文化的な生活を保護するとともに、
総合的に環境の保全を図ることを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・飼い犬の管理
・指導

人口
登録犬

約6.9万人
3,343頭

松伏町
（埼玉県）

松伏町環境保全条例
平成12年3月15日公布
平成12年10月1日施行
（平成18年6月1日一部改正）

環境の保全及び創造に関し、町、事業者及び町民
の果たすべき責務を明らかにするとともに、環境
の保全に関する必要な事項を定め、もって町民の
健康と快適な生活の確保に寄与することを目的と
する。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・勧告、命令

人口
登録犬

約3.1万人
2,531頭

越谷市
（埼玉県）

越谷市まちをきれいにする条
例
平成12年3月31日公布
平成12年10月1日施行

市、事業者及び市民等が協力して環境美化の促
進を図り、もって快適な都市環境を確保し、清潔で
きれいなまちづくりを総合的に推進することを目的
とする。

・飼い主等の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・勧告、命令
・罰則

人口
登録犬

約32.8万人
19,155頭
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都道府県・
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保護管理要網等の名称
公布年月日
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（平成22年度）

朝霞市
（埼玉県）

朝霞市ポイ捨ての防止に関
する条例
平成12年3月21日公布
平成12年10月1日施行
（平成18年10月1日一部改
正）

ポイ捨ての防止について必要な事項を定めること
により、地域の環境美化の促進を図り、もって市民
の生活環境の向上に資することを目的とする。

・市民等の責務
・禁止行為
・勧告、公表

勧告書
人口
登録犬

約13.0万人
4,182頭

和光市
（埼玉県）

和光市空き缶等のポイ捨て
及び飼い犬のふんの放置の
防止に関する条例
平成13年12月27日公布
平成14年4月1日施行

空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の
防止について必要な事項を定めることにより、環
境美化の促進を図り、もって快適な生活環境を確
保することを目的とする。

・飼い主等の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・勧告、命令、公表

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約7.7万人
2,409頭

八潮市
（埼玉県）

八潮市空き缶等のポイ捨て
及び飼い犬のふんの放置の
防止に関する条例
平成16年9月28日公布
平成16年10月1日施行

市民、事業者及び市が協働して環境美化を推進
することにより、清潔できれいなまちづくりの実現
を図ることを目的とする。

・飼い主等の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・勧告、命令
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約8.2万人
4,952頭

越生町
（埼玉県）

越生町環境保全条例
平成16年6月10日公布
平成16年10月1日施行

現在及び将来的な環境の保全に関し町、町民及
び事業者それぞれの責務を明らかにするととも
に、基本的な事項を定めることにより、その施策の
総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環
境を確保することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬

約1.2万人
852頭

小川町
（埼玉県）

小川町環境保全条例
平成16年12月17日公布
平成17年4月1日施行

環境の保全及び創造に関する基本理念を定め、
町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかに
するとともに、環境の保全及び創造に関する施策
の基本的な事項その他の必要な事項を定めること
により、総合的かつ計画的な推進を図り、もって良
好な環境を将来にわたって確保することを目的と
する。

・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

適正管理勧告書
人口
登録犬

約3.3万人
2,076頭

秩父市
（埼玉県）

秩父市環境保全条例
平成17年4月1日公布
平成17年4月1日施行
（平成20年12月18日一部改
正）

市、市民及び事業者それぞれの環境の保全につ
いての責務を明らかにするとともに、その施策の
総合的な推進を図るために必要な事項を定めるこ
とにより、良好な環境を保全することを目的とす
る。

飼犬のふん害等の防止
人口
登録犬

約6.8万人
4,599頭

小鹿野町
（埼玉県）

小鹿野町環境保全条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行
（平成22年12月13日一部改
正）

町の優れた自然環境の保全及び生活環境の保全
に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにす
るとともに、生活環境の保全に関する施策を総合
的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康の
保護及び安全かつ快適な生活の確保に寄与する
ことを目的とする。

飼犬のふん害等の防止
人口
登録犬

約1.3万人
1,148頭

深谷市
（埼玉県）

深谷市くらしの環境美化条例
平成18年1月1日公布
平成18年1月1日施行

市内の環境美化の推進を図り、市民の快適なくら
しの確保及び良好な環境の保全に寄与することを
目的とする。

・犬のふんの放置の禁止
・指導、勧告、命令、公表

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約14.7万人
9,472頭

草加市
（埼玉県）

草加市ポイ捨て及び飼い犬
のふんの放置の防止に関す
る条例
平成18年3月24日公布
平成18年10月1日施行

市民、事業者、土地所有者等及び市が協働して環
境美化の推進を図り、快適な都市環境を確保し、
清潔できれいなまちづくりを実現することを目的と
する。

・飼い主の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・勧告、命令
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約24.4万人
13,320頭

宮代町
（埼玉県）

宮代町きれいなまちづくり条
例
平成18年6月12日公布
平成18年10月1日施行

町、事業者及び町民等がその責務を明らかにしな
がら、それぞれが協働して環境美化を推進するこ
とにより、清潔できれいなまちづくりの実現を図る
ことを目的とする。

・飼い主の責務
・指導、勧告、命令
・過料

・勧告書
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約3.2万人
1,971頭

富士見市
（埼玉県）

富士見市をきれいにする条
例
平成19年6月25日公布
平成19年10月1日施行

清潔で美しいまちづくりを推進し、もって安全で快
適な生活環境を確保することを目的とする。

・市民等の責務
・放置の禁止
・指導及び勧告

勧告書
人口
登録犬

約10.7万人
3,662頭

鴻巣市
（埼玉県）

鴻巣市路上喫煙及び空き缶
等のポイ捨て並びに犬のふ
んの放置の防止に関する条
例
平成19年10月1日公布
平成20年1月1日施行

市、市民等、事業者及び土地所有者等が協働して
環境美化の促進を図り、もって快適な生活環境を
確保し、安心、安全できれいなまちづくりの推進に
資することを目的とする。

・市民等の責務
・犬のふんの放置の禁止
・勧告、命令
・過料

・勧告書
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約12.0万人
6,424頭

戸田市
（埼玉県）

戸田市ポイ捨て等及び歩行
喫煙をなくす条例
平成19年12月17日公布
平成20年6月1日施行

きれいで、安全で、快適な生活環境を確保し、戸
田市にかかわるすべての人に愛されるようなきれ
いなまちを実現することを目的とする。

・公共の場所等における飼
い犬のふんの回収
・指導勧告

人口
登録犬

約12.4万人
4,971頭

行田市
（埼玉県）

行田市愛犬条例
平成21年3月31日公布
平成21年4月1日施行

飼い主が愛情を持ってその飼い犬を飼養するとと
もに、飼い主としての責任を持ち、飼い犬を適切に
しつけることにより、市民と飼い犬との共生に配慮
しつつ、公衆衛生の向上を図り、もって市民の快
適な生活環境を確保することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導

人口
登録犬

約8.6万人
5,723頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日
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（平成22年度）

久喜市
（埼玉県）

久喜市空き缶等のポイ捨て
及び飼い犬のふんの放置の
防止に関する条例
平成22年3月23日公布
平成22年3月23日施行

清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生
活環境の保持に資することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・飼い犬のふんの放置防止
重点区域
指導、勧告、命令
・科料

人口
登録犬

約15.6万人
9,231頭

市川市
（千葉県）

市川市市民等の健康と安全
で清潔な生活環境の保持に
関する条例（通称市民マナー
条例）
平成15年9月22日公布
平成16年4月1日施行
（平成22年4月1日一部改正）

市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に
ついて市民等、事業者及び市の責務を明らかにす
るとともに、路上禁煙地区の指定、公共の場所に
おける禁止行為等を定めることにより、健康で安
全かつ清潔な都市市川市の実現を図ることを目的
とする。

・市民などの責務（ふんの
回収）
・路上喫煙、美化推進地区
の指定
・禁止行為（路上喫煙、ポイ
捨て、犬のふんの放置）
・過料（指定地区道路上に
おける禁止行為）

・勧告書
・措置命令書
・告知
・弁明書
・過料処分通知書
・催促状

人口
登録犬

約46.1万人
17,392頭

野田市
（千葉県）

野田市環境美化条例
平成9年3月31日公布
平成9年5月1日施行

事業者、市民等、所有者等及び市が一体となり、
空き缶、吸い殻及び飼い犬の排泄物等の生活環
境を損ねるものの散乱防止に努めることにより、
生活環境を保全するとともに市域の環境美化を促
進し、もって快適な生活環境の創造並びに公衆衛
生及び公衆道徳の向上に資することを目的とす
る。

飼い主のふん害等の防止
のための責務

なし
人口
登録犬

約15.5万人
10,621頭

東金市
（千葉県）

東金市清潔で美しいまちづく
りの推進に関する条例
平成12年12月27日公布
平成13年4月1日施行
（平成20年3月21日改正）
（平成23年3月22日改正）

東金市民憲章の精神に基づき、環境を整え住み
よいまちをつくるため、環境衛生の向上及び快適
な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な
事項を定め、もって生活環境の美化の推進と公衆
衛生の向上に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

その他
人口
登録犬

約5.9万人
4,126頭

白井市
（千葉県）

白井市まちをきれいにする条
例
平成14年9月24日公布
平成15年4月1日施行

市、市民等、事業者及び土地所有者等が一体とな
り、清潔で美しいまちづくりを進めるため、空き缶
等及び吸い殻等の散乱の防止、落書きの防止並
びに飼い犬のふんの放置の防止に関し必要な事
項を定め、もって快適な生活環境を確保することを
目的とする。

・市民の協力
・飼い主の遵守事項

その他
人口
登録犬

約6.1万人
3,325頭

印西市
（千葉県）

印西市歩行喫煙、ポイ捨て
等防止条例
平成19年9月21日公布
平成20年1月15日施行
（平成22年3月17日改正）

歩行喫煙、空き缶等の散乱の防止等に関し必要
な事項を定め、市、市民等、事業者、土地所有者
等が一体となって取り組み、もってきれいなまちづ
くりを推進し、清潔で快適な生活環境を確保するこ
とを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民等の協力
・指導及び勧告

指導書又は勧告
書

人口
登録犬

約8.9万人
5,717頭

君津市
（千葉県）

君津市まちをきれいにする条
例
平成9年3月31日公布
平成9年10月1日施行

空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関し、
市、市民等、事業者及び土地所有者等の責務を
明らかにするとともに、これらに関する施策の推進
に必要な事項を定めることにより、地域の環境美
化の促進及び美観の保護を図り、もって清潔でき
れいなまちづくりに資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導

指導
人口
登録犬

約8.9万人
6,041頭

富津市
（千葉県）

富津市まちをきれいにする条
例
平成9年3月27日公布
平成9年10月1日施行

空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関し、
市、市民等、事業者及び所有者等の責務を明らか
にするとともに、これらに関する施策の推進に必
要な事項を定めることにより、地域の環境美化の
促進及び美観の保護を図り、もって清潔で美しい
まちづくりに資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導

指導
人口
登録犬

約4.9万人
3,686頭

袖ヶ浦市
（千葉県）

袖ケ浦市まちをきれいにする
条例
平成9年3月28日公布
平成9年10月1日施行

空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに飼い
犬のふんの放置の防止等に関し、市、市民等、事
業者、土地所有者等及び飼い主の責務を明らか
にするとともに、これらに関する施策の推進に必
要な事項を定めることにより、地域の環境美化の
促進及び美観の保護を図り、もって清潔で美しい
まちづくりを目指すことを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導

・勧告
・命令
・公表等

人口
登録犬

約6.1万人
4,280頭

千代田区
（東京都）

安全で快適な千代田区の生
活環境の整備に関する条例
平成14年6月25日公布
平成14年10月1日施行

区民が安全で快適に暮らせるまちづくりに必要な
事項を定め、区民等の主体性かつ具体的な行動
を支援するとともに、生活環境を整備することによ
り、安全で快適な都市千代田区の実現を図る

・飼い主への啓発
・改善命令及び公表

人口
登録犬

約4.8万人
1,436頭

台東区
（東京都）

台東区ポイ捨て行為の防止
に関する条例
平成9年9月26日公布
平成10年4月1日施行

ポイ捨て行為の防止について必要な事項を定める
ことにより、台東区におけるまちの環境美化の促
進を図り、もって区民の生活環境の向上に寄与す
ることを目的とする。

（区民等の責務）「犬を散歩
させる場合は、ふんを持ち
帰るための用具を携帯し、
犬がふんをしたときは、そ
の用具により処理すること。

人口
登録犬

約16.9万人
6,351頭

9



都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
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（平成22年度）

江東区
（東京都）

江東区みんなでまちをきれい
にする条例
平成9年10月14日公布
平成10年1月1日施行

空き缶・吸い殻等の散乱防止等に関し必要な事項
を定めることにより、美しく快適な生活環境の保全
を図り、もって江東区のまちをきれいにすることを
目的とする。

（区民等の責務）「飼い犬の
ふんを公共の場所に放置
すること」をしてはならな
い。

人口
登録犬

約47.4万人
16,923頭

目黒区
（東京都）

目黒区ポイ捨てなどのないま
ちをみんなでつくる条例
平成15年3月公布
平成15年7月1日施行
（平成19年11月30日一部改
正施行）

生活環境の美化、区民等及び事業者の果たすべ
き役割と責任を明らかにするとともに、ポイ捨ての
防止等について必要な事項を定めることにより、
清潔で美しく快適な生活を営むことのできる地域
社会の形成に寄与することを目的とする。

犬の飼い主に対するふん
の放置防止の指導、勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約25万人
9,931頭

渋谷区
（東京都）

きれいなまち渋谷をみんなで
つくる条例
平成9年12月2日公布
平成10年4月1日施行

「きれいなまち渋谷をみんなでつくる」という理念の
下に、たばこの吸い殻、空き缶等の投げ捨て及び
落書きの防止等で、美しく健全なまちづくりを総合
的に推進する。

・飼い主の遵守事項
・罰則（2万円以下の罰金）
（犬のふんのみ）

人口
登録犬

約19.7万人
8,169頭

杉並区
（東京都）

杉並区生活安全及び環境美
化に関する条例
平成15年3月17日公布
平成15年10月1日施行
（平成16年11月1日一部改正
施行）

生活安全及び環境美化について必要な事項を定
めることにより、生活安全及び環境美化に関する
区民等及び事業者の意識の高揚に勤め、その自
主的な活動を支援するとともに、地域の犯罪の防
止及び環境美化を図り、もって安全で快適な杉並
区をつくることを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・罰則（モデル地区内にお
いて）

人口
登録犬

約53.9万人
20,325頭

板橋区
（東京都）

エコポリス板橋クリーン条例
平成10年10月9日公布
平成11年2月1日施行
（平成16年7月1日一部改正
施行）

ごみの投げ捨て等を防止し、地域の環境美化活
動の一層の推進を図り、もって区民の良好な生活
環境を確保すること。

・飼い主の啓発
・区民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

その他
（勧告通知書）

人口
登録犬

約53.7万人
18,579頭

練馬区
（東京都）

練馬区ポイ捨ておよび落書
行為の防止に関する条例
平成9年3月17日公布
平成9年7月1日施行
（平成22年4月1日一部改正
施行）

ポイ捨ておよび落書行為の防止について必要な
事項を定めることにより、地域の環境美化の促進
を図り、もって区民の生活環境の向上に資するこ
とを目的とする。

・犬を散歩させるときは、ふ
んを持ち帰るための用具を
携帯する。
・犬のふんは持ち帰り、放
置しない。
・勧告、公表

勧告通知書
人口
登録犬

約70.8万人
28,122頭

葛飾区
（東京都）

葛飾区きれいで清潔なまちを
つくる条例
平成17年3月29日公布
平成17年8月1日施行

きれいで清潔なまちづくりの推進に関し、区、区民
等及び事業所の責務を明らかにするとともにこれ
らの者が協力して吸い殻等及び空き缶等をみだり
に捨てる行為等の防止に取り組むことにより、きれ
いで清潔なまちをつくり、もって快適で住みよい地
域社会の形成に寄与することを目的とする。

・飼い主の啓発
・区民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約45.0万人
15,343頭

青梅市
（東京都）

青梅市ポイ捨ておよび飼い
犬のふんの放置の防止なら
びに路上喫煙の制限に関す
る条例
平成21年12月25日公布
平成22年1月1日施行

ポイ捨ておよび飼い犬のふんの放置を防止し、な
らびに路上喫煙を制限することにより、地域の環
境美化を推進し、かつ、安全で快適な生活環境を
確保することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書

人口
登録犬

約14.0万人
7,245頭

府中市
（東京都）

府中市まちの環境美化条例
平成15年12月26日公布
平成16年4月1日施行

市、市民、事業者及び土地所有者が協力して、ま
ちの環境美化を推進するために市内における空き
缶等及び吸い殻等の錯乱防止等について必要な
事項を定めることにより、市民の良好な生活環境
を確保する。

禁止行為に対する指導、勧
告及び罰則規定

人口
登録犬

約25.1万人
8,969頭

昭島市
（東京都）

昭島市まちをきれいにする条
例
平成13年9月28日公布
平成14年4月1日施行

市、市民、事業者及び土地所有者が協力して市の
区域内におけるごみの散乱及び犬・猫のふんの
放置を防止することにより、快適な生活環境を確
保することを目的とする。

・飼い主の啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告、委任
・罰則（5万円以下の過料）

人口
登録犬

約11.4万人
5,130頭

小金井市
（東京都）

小金井市まちをきれいにする
条例
平成9年12月3日公布
平成10年4月1日施行
（平成15年12月1日一部改正
施行）

市民等、事業者、土地所有者等及び市が協力して
市域における空き缶等及び吸い殻等の投棄を防
止し、清潔で美しいまちづくりを推進するとともに、
道路等における喫煙による危険及び迷惑を防止
するため、必要な事項を定めることを目的とする。

・犬・猫のふん害防止
・飼い主の遵守事項

命令書
人口
登録犬

約11.5万人
4,365頭

日野市
（東京都）

日野市みんなでまちをきれい
にする条例
平成12年9月29日公布
平成12年10月1日施行
（平成20年4月1日一部改正
施行）

この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防
止し、まちの環境美化と資源の有効利用を推進す
るとともに、日野市環境基本計画におけて目標と
する「ごみゼロ社会の実現」に向け、地域環境に
あたえる負荷の低減と、市民意識の向上を図るこ
とを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・罰則
・その他

人口
登録犬

約17.8万人
8,064頭
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都道府県・
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公布年月日
施行年月日
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目的（趣旨） 内容 様式
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（平成22年度）

福生市
（東京都）

福生市清潔で美しいまち
づくり条例
平成22年12月17日公布
平成23年7月1日施行

この条例は、市内におけるポイ捨て及び犬のふん
の放置を防止し、並びに路上喫煙及び歩行喫煙
を規制することにより、清潔で美しいまちづくりを推
進し、もって市民の快適な生活環境を確保するこ
とを目的とする。

・飼い主の責務
・重点区域の指定等

人口
登録犬

約5.9万人
2,859頭

清瀬市
（東京都）

清瀬市まちを美しくする条例
平成10年3月30日公布
平成10年5月1日施行

空き缶等、吸殻等及び飼犬のふんの散乱のぼうし
について、市、市民等、事業者及び土地所有者等
の責務を明らかにするとともに、空き缶等、吸殻等
の投棄及び飼犬のふんの放置の禁止その他必要
な事項を定めることにより、これらの者が一体と
なって地域の環境美化を推進し、潤いと安らぎの
ある都市環境に寄与することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・罰則（重点地域内の違反
者に2万円以下の罰金）

勧告及び命令
人口
登録犬

約7.3万人
2,846頭

東久留米市
（東京都）

東久留米市ポイ捨て等の防
止及び路上喫煙の規制に関
する条例
平成17年6月23日公布
平成18年3月1日施行

市民及び事業者が協力し、ポイ捨て等を防止する
ことによりまちの美化の推進を図るとともに、路上
喫煙を規制することにより快適で安全な生活環境
を確保することを目的とする。

・自己が飼育し、または管
理する犬その他の動物の
ふんの放置禁止
・犬等のふんの処理

人口
登録犬

約11.5万人
5,095頭

武蔵村山市
（東京都）

武蔵村山市空き缶・吸い殻
等の散乱及び犬のふんの放
置等の防止に関する条例
平成17年3月31日公布
平成17年4月1日施行

空き缶・吸い殻等の散乱及び犬のふんの放置等
を防止することにより、清潔できれいなまちづくりを
推進することを目的とする。

・飼主の啓発
・市民の協力
・飼主の遵守事項
・指導及び勧告、罰則

人口
登録犬

約7.1万人
4,782頭

稲城市
（東京都）

稲城市まちをきれいにする市
民条例
平成12年3月31日公布
平成12年10月1日施行

市民、事業者及び土地所有者（以下「市民等」）並
びに市が協働して市内における空き缶等、吸殻及
び一般ごみ等の散乱の原因となる投棄、犬・猫の
ふん及び簡易広告物の放置並びにたん・つばの
吐き出しを防止するため、市民等の創意による主
体的な行動を推進する上で必要な事項について
定め、もって清潔で美しい街づくりを進め、安全で
快適な生活環境の確保・維持に寄与することを目
的とする。

・飼い主への犬・猫のふん
放置防止を啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・誘導、勧告及び命令

人口
登録犬

約8.5万人
3,825頭

羽村市
（東京都）

羽村市美しいまちづくり基本
条例
平成2年3月23日公布
平成2年4月1日施行

市民が健康で文化的な生活を営むうえに必要な
良好な環境の確保と美化の促進を図るため、市
長、市民及び事業者それぞれの責務を明らかに
し、美しいまちづくりを総合的に促進するための基
本的事項を定め、もって市民福祉の向上に寄与す
ることを目的とする。

・愛がん動物の飼育者の責
務
・飼育者の遵守事項

人口
登録犬

約5.8万人
2,775頭

大島町
（東京都）

大島町環境保護条例
平成17年3月22日公布
平成17年4月1日施行

環境保護 飼い主の啓発
人口
登録犬

約0.8万人
736頭

人口
登録犬

約41.6万人
24,578頭

逗子市
（神奈川県）

逗子市空き缶等の散乱防止
等に関する条例
平成10年6月22日公布
平成10年10月1日施行

市民等、事業者、市及び所有者等が一体となっ
て、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するとと
もに、美化・清掃活動の充実に努めることにより、
清潔で美しい街をつくり、かつ、資源の有効な利用
を図り、もって良好な都市環境の形成に資すること
を目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約5.8万人
3,790頭

小田原市
（神奈川県）

小田原市きれいなまちと良好
な生活環境をつくる条例
平成6年9月30日公布
平成7年4月1日施行

空き缶等、吸い殻等そのほかの廃棄物の散乱を
防止し、並びに深夜における花火、落書き及び歩
行中の喫煙その他の屋外の公共の場所における
喫煙を規制することに関し、市、市民等、事業者及
び所有者等の責務を明らかにするとともに、これら
に関する施策の推進に必要な事項を定めることに
より、地域の環境美化の促進、美観の保護及び良
好な生活環境の確保を図り、もって良好な環境の
保全及び創造に寄与することを目的とする。

汚物の適正処理と悪臭、衛
生害虫等の発生の防止な
ど

なし
人口
登録犬
（制定時点）

約9.8万人
11,255頭

箱根町
（神奈川県）

箱根町をきれいにする条例
平成13年6月25日公布
平成13年10月1日施行

地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、
良好な環境の保全及び創造に寄与することを目
的とする。

（1）フン等の汚物を適正に
処理し、悪臭、衛生害虫等
の発生を防止する。
（2）公共場所又は他人が所
有する等の土地や建物をフ
ン等の汚物で汚さない。

飼い犬のフン害
等
・勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約1.3万人
729頭

横須賀市
（神奈川県）

ポイ捨て防止及び環境美化
を推進する条例
平成9年3月27日公布
平成9年10月1日施行
（平成19年7月1日一部改正）

市、市民等、事業者及び所有者等が一体となっ
て、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て並びに路上
喫煙を防止するとともに、美化清掃活動の充実に
努めることにより、清潔で美しいまちづくりを目指
し、もって快適で安全な生活環境の保持に資する
ことを目的とする。

犬のふん等の汚物を適正
に処理し、公共の場所等を
汚物で汚してはならない。
違反者は、2万円以下の罰
金に処する。

（平成22年度末）
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保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日
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備考

（平成22年度）

茅ヶ崎市
（神奈川県）

茅ヶ崎市民の美しく健康的な
生活環境を守る条例
平成14年3月27日公布
平成14年6月1日施行

この条例は、美しく健康的な生活環境を守るため
の行動の基本となる事項その他必要な事項を定
めることにより、市域の美観の保持及び健康的な
生活環境の保全に資することを目的とする。

・飼育動物の迷惑防止
・飼育犬のふん投棄及び放
置防止

なし
人口
登録犬
（制定時点）

約22.4万人
約10,500頭

寒川町
（神奈川県）

寒川町住みよい環境を守り
育てるまちづくり条例
平成19年3月27日公布
平成19年7月1日施行

町民等、事業者、所有者等及び町が協力し行動
することにより、地域の環境美化を推進し、もって
健康的な生活環境の保全及び向上を図ることを目
的とする。

動物の適正管理と犬が公
共の場所等でふんをした時
は放置してはならない。違
反者は2万円以下の罰金に
処する。

人口
登録犬
（制定時点）

約4.7万人
2,744頭

三浦市
（神奈川県）

「まちをきれいに」みんなで守
る条例
平成15年3月24日公布
平成15年7月1日施行

地域の美観の保持及び安全で健康的な生活環境
の保全を図り、もって良好な都市環境の創造に寄
与することを目的とする。

（愛がん動物の適正管理
等）　　第7条2　市民等は飼
育し、又は管理する犬が公
共の場所等でふんをしたと
きは、そのふんを投棄し、
又は放置してはならない。

人口
登録犬

約4.8万人
3,056頭

秦野市
（神奈川県）

秦野市ごみの散乱防止等に
関する条例
平成8年9月27日公布
平成9年4月1日施行

市、市民等及び事業者が一体となってごみの散乱
を防止するとともに、不法投棄に対する措置その
他必要な事項を定めることにより、まちを美化する
心をはぐくみ、もって本市における良好な環境を確
保することを目的とする。

・不法投棄等（飼い主のふ
ん害等の防止含む）に関す
る啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約17.0万人
10,053頭

綾瀬市
（神奈川県）

綾瀬市ごみの投棄防止によ
るきれいなまちづくり条例
平成19年3月23日公布
平成19年7月1日施行

ごみの投棄防止によるきれいなまちづくりについ
て、市、事業者、市民等及び土地所有者等の責務
を明らかにするとともに、空き缶等、吸い殻等及び
粗大ごみ等の投棄防止について必要な事項を定
め、きれいなまちづくりを推進する

・飼い主のふん回収用具携
行、ふん回収の義務
・報告、立入調査の規定

立入検査証
人口
登録犬
（制定時点）

8.3万人
5,432頭

人口
登録犬

約41.1万人
22,308頭

人口
登録犬

46,085人
2,756頭

人口
登録犬

102,586人
5,485頭

人口
登録犬

31,814人
1,590頭

人口
登録犬

14,141人
1,036頭

人口
登録犬

67,442人
3,269頭

人口
登録犬

6,593人
323頭

関川村
（新潟県）

関川村ごみの散乱等防止条
例
平成12年12月26日公布
平成13年4月1日施行
（平成20年4月1日改正）

この条例は、村の環境美化の推進について、村、
村民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務そ
の他必要事項を定め並びに岩船地域と連携して、
ごみの散乱及びふん害を防止することにより、快
適な生活環境を確保し、清潔で美しいむらづくりを
進めることを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

（平成22年度末）

村上市
（新潟県）

村上市ごみの散乱等防止条
例
平成20年4月1日公布
平成20年4月1日施行

この条例は、市の環境美化の推進について、市、
市民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務そ
の他の必要事項を定めるとともに、岩船地域と連
携して、ごみの散乱及びふん害を防止することに
より、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいまち
づくりを進めることを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書 （平成22年度末）

聖籠町
（新潟県）

聖籠町環境美化推進条例
平成12年3月24日公布
平成12年10月1日施行
（平成15年6月23日改正）

この条例は、町の環境美化を図るため、ごみの投
げ捨て、ごみの散乱及び飼い犬のふん害の防止
並びに空き地の適正管理対策、その他必要な対
策を講ずることにより、もつて美しく住みよいまち
づくりに資することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

（平成22年度末）

胎内市
（新潟県）

胎内市環境美化推進条例
平成17年9月1日公布
平成17年9月1日施行
（平成21年4月1日改正）

この条例は、市の環境美化を図るため、ごみの投
げ捨て及び散乱並びに飼い犬等のふん害の防止
その他必要な対策を講ずることにより、もって美し
く住みよい地域づくりに資することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

（平成22年度末）

新発田市
（新潟県）

新発田市環境美化推進条例
平成12年3月21日公布
平成12年10月1日施行
（平成17年4月28日改正）

この条例は、新発田市の環境美化を図るため、ご
みの投げ捨て、ごみの散乱及び飼い犬のふん害
の防止並びに空き地の適正管理その他必要な対
策を講ずることにより、美しく住みよいまちづくりに
資することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

（平成22年度末）

阿賀野市
（新潟県）

阿賀野市ごみの散乱防止等
に関する条例
平成16年4月1日公布
平成16年4月1日施行

この条例は、ごみの散乱及びふん害の防止につ
いて必要な事項を定めることにより、環境美化の
促進を図り、もって市民の快適な生活環境を確保
することを目的とする。

・飼い主の責務
・指導及び助言
・飼い主の遵守事項
・立入調査
・勧告及び命令
・公表

・ふん害防止勧告
書
・勧告に従うべき
旨の命令書 （平成22年度末）

藤沢市
（神奈川）

藤沢市きれいで住みよい環
境づくり条例
平成19年6月29日公布
平成19年7月20日施行

きれいで住みよい環境づくりを進めるために、市、
市民等、事業者及び所有者等の責務を明らかに
するとともに、地域の環境美化の促進及び空き缶
の投棄、路上喫煙等の防止に関し必要な事項を
定め、もって快適な生活環境を確保することを目
的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告、命令及び罰
則

・勧告書
・命令書

（平成22年度）

12



都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

人口
登録犬

366人
2頭

五泉市
（新潟県）

五泉市空き缶等散乱及びふ
ん害の防止に関する条例
平成18年1月1日公布
平成18年1月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び飼い犬のふ
ん害を防止することにより、地域の環境美化と快
適な生活環境の保全を図り、清潔で美しい街づく
りに資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
指導、勧告、命令、調査、
公表

・ふん害防止
・飼い犬の立入防
止勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

約5.8万人
2,671頭

人口
登録犬

約8.5万人
3,539頭

人口
登録犬

約10.8万人
4,571頭

人口
登録犬

13,138人
665頭

人口
登録犬

8,667人
440頭

見附市
（新潟県）

見附市ふるさと美化条例
平成16年6月24日公布
平成16年10月1日施行

この条例は、市、市民等、事業者及び空き地の所
有者等が一体となつて、それぞれの責務を果たし
ながら、良好な生活環境の保全と環境の美化を推
進し、市民が誇れる美しいふるさとづくりに資する
ことを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導
・勧告及び命令
・公表
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約4.2万人
1,455頭

長岡市
（新潟県）

長岡市生活環境の保全
及び美化に関する条例
平成15年12月26日公布
平成16年10月1日施行
平成22年3月31日改正

この条例は、市民の参加と協働による美しいまち
づくりを行い、うるおいと魅力にあふれる生活環境
の創造を図るため、良好な生活環境の保全及び
生活環境の美化（以下「生活環境の保全及び美
化」という。）に対する市、市民、事業者等の責務
を明らかにするとともに、良好な生活環境を保全
し、及び生活環境の美化を推進するための措置に
ついて、必要な事項を定めることを目的とする。

・犬等のふんの適正処理
・助言及び指導
・勧告及び命令
・公表
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約28.3万人
10,813頭

出雲崎町
（新潟県）

出雲崎町環境美化推進条例
平成14年3月25日公布
平成14年3月25日施行
平成18年1月1日改正

この条例は、先人の英知と努力により開拓され、
町民の生活基盤を築いてきた本町の環境を保全
し、また、環境美化に対する意識啓発を行い、環
境破壊の原因となるごみの不法投棄等の防止に
関し、必要な事項を定め、町、町民等、事業者及
び土地所有者等が協力して清潔で美しいまちづく
りを推進し、もって良好な生活環境を確保すること
を目的とする。

・飼い主の責務
・指導、助言又は勧告、命
令
・公表
・立入調査

・出雲崎町環境美
化推進について
の勧告書
・出雲崎町環境美
化推進について
の命令書

人口
登録犬

約0.5万人
207頭

魚沼市
（新潟県）

魚沼市ごみの散乱及びふん
害防止条例
平成17年3月28日公布
平成17年4月1日施行

空き缶、吸い殻等の散乱及び飼い犬等のふん害
を防止することにより、清潔で美しいまちづくりを推
進することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約4.1万人
1,699頭

妙高市
（新潟県）

妙高市ごみの散乱防止に関
する条例
平成8年12月19日公布
平成9年4月1日施行
（平成17年10月1日一部改
正）

市の環境美化の推進について、市、市民等、事業
者及び占有者等の責務その他の必要事項を定
め、ペットのふん等を含めたごみの散乱を防止す
ることにより、清潔で美しいまちづくりを進めること
を目的とする。

・市民等の責務
・禁止行為
・勧告及び命令
・公表
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約3.5万人
1,878頭

糸魚川市
（新潟県）

糸魚川市環境美化推進条例
平成18年3月22日公布
平成18年4月1日施行

良好な生活環境の保全及び生活環境の美化並び
にごみの減量化を推進することにより、美し町づく
りに寄与することを目的とする。

・飼い主の責務
・指導及び助言
・勧告並びに命令
・罰則

・勧告書
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約4.7万人
1,907頭

粟島浦村
（新潟県）

粟島浦村ごみの散乱等防止
条例
平成12年12月21日公布
平成13年4月1日施行
（罰則規定は平成13年7月1
日から）

この条例は、村の環境美化の推進について、村、
村民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務そ
の他必要事項を定めるとともに、岩船地域と連携
して、ごみの散乱及びふん害を防止することによ
り、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいむらづ
くりを進めることを目的とする。

・飼い主の責務
・遵守事項
・指導及び助言
・勧告及び命令
・立入調査
・罰則

・勧告書
・命令書 （平成22年度末）

弥彦村
（新潟県）

弥彦村環境美化条例
平成11年3月26日公布
平成11年7月1日施行

この条例は、歴史と伝統のある郷土の環境美化を
進めるため、村、事業者、村民等及び所有者等の
責務その他必要な事項を定め、ごみの投げ捨て
及び飼い犬のふん放置を防止することにより、快
適な生活環境を確保し、もって清潔で美しいむら
づくりに資することを目的とする。

・飼い犬のふんの放置の禁
止
・勧告（村長）、命令（村
長）、立入調査（村長）、罰
則

・飼い犬のふん害
等勧告書
・勧告履行命令書 （制定年度末）

田上町
（新潟県）

田上町環境美化推進条例
平成20年12月19日公布
平成21年4月1日施行
（罰則規定は平成21年9月1
日から）

町、町民等、事業者及び土地所有者等が協働して
良好な生活環境の保全及び生活環境の美化を推
進することにより、快適な生活環境を保全し、清潔
で美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

・飼い主の責務
・ふんの回収義務
・勧告（町長）、命令（町長）
・公表（町長）、過料

なし
（制定年度末）

三条市
（新潟県）

三条市ポイ捨て等防止条例
平成18年3月23日公布
平成18年8月1日施行

ポイ捨てによるたばこの吸い殻、空き缶等の散乱
及び飼い犬のふん害の防止に関し必要な事項を
定めることにより、市、市民等、事業者及び土地所
有者等が協働して清潔で美しいまちづくりを推進
し、もって市民の快適な生活環境の確保に資する
ことを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主のふん改修義務
・指導及び助言（市長）
・勧告（市長）、命令（市長）

・勧告書（ポイ捨
て等と兼用）
・命令書（ポイ捨
て等と兼用）

（制定年度末）

燕市
（新潟県）

燕市ポイ捨て等防止条例
平成18年3月20日公布
平成18年3月20日施行

ポイ捨てによる空き缶その他の廃棄物の散乱及
び飼い犬等のふん害を防止しすることにより、地
域の環境美化と快適な生活環境の保全を図り、清
潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

・飼い主の責務
・指導及び助言（市長）
・勧告（市長）、命令（市長）
・公表（市長）、過料

・勧告書（ポイ捨
て等と兼用）
・勧告履行命令書
（ポイ捨て等と兼
用）

（制定年度末）
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

佐渡市
（新潟県）

佐渡市ポイ捨て等の防止に
関する条例
平成21年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等その他の廃棄物の散乱
及び飼い犬のふん害を防止することにより、地域
の環境美化及び快適な生活環境の保全を図り、
清潔で美しい島づくりに資することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導・改善
・罰則（過料）

・勧告書（ポイ捨
て等と兼用）
・告知書（ポイ捨
て等と兼用）
・弁明書（ポイ捨
て等と兼用）
・過料処分決定通
知書（ポイ捨て等
と兼用）

人口
登録犬

約6.2万人
2,929頭

羽咋市
（石川県）

羽咋市環境保全条例
平成12年3月27日公布
平成12年10月1日施行
（平成13年10月5日改正）

本市の良好な環境の保全と創造についての基本
原則を定め、現在及び将来の市民の健康で文化
的な生活を確保することを目的とする。
条例で「飼い主の遵守事項」についてうたってい
る。

飼い主の遵守事項 なし
人口
登録犬

約2.3万人
1,188頭

加賀市
（石川県）

加賀市生活環境保全条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

生活環境の保全に関し必要な事項を定め、もって
市民の良好な生活環境の確保に資することを目
的とする。

・糞放置の禁止
・糞回収用具の携帯
・指導、勧告及び公表

なし
人口
登録犬

約7.2万人
3,644頭

穴水町
（石川県）

穴水町環境美化条例
平成21年12月17日公布
平成22年4月1日施行

町、事業者、町民等及び土地所有者等が協力し
て、地域環境の美化及び資源の有効活用を促進
し、穴水町の美しい自然と快適な生活環境の確保
に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

様式等は、特にな
し

人口
登録犬

約0.9万人
480頭

内灘町
（石川県）

内灘町環境美化条例
平成10年3月13日公布
平成10年4月1日施行

内灘町のごみのない美しい生活環境の形成を目
指して町民、事業者及び町が一体となって取り組
むべき事項を定めることにより、清潔で快適な環
境の確保に寄与することを目的とする。
（飼い犬のふんの回収）
第十条　飼い犬を所有する者又は飼養管理する
者は、自らが所有し、又は飼養管理する犬が公共
の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する
場所でふんをしたときは、直ちにこれを回収しなけ
ればならない。

飼い主のふん害等の防止
に関する啓発

なし
人口
登録犬

約2.6万人
1,346頭

能美市
（石川県）

能美市廃棄物の減量化及び
適正処理等に関する条例
平成17年2月1日公布
平成17年2月1日施行

この条例は、廃棄物の排出の抑制及び再利用の
促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物の適
正な処理並びに地域の清潔を保持することにより
循環型社会の形成を推進し、資源の有効な利用、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もっ
て市民の豊かで快適な環境の形成に寄与すること
を目的とする

・土地又は建物の占有者等
は、その土地又は建物を清
潔保持する。
・缶、ビン等で飲食物を販
売する者は、空き缶、空ビ
ン等が散乱しないよう必要
な措置を講ずる。
・空き缶、空きビン等の散乱
を防止するため、市民の意
識の啓発に努める。
・公園、道路等公共施設及
び他人が所有し、占有し管
理する土地又は建物に空き
缶等、廃棄物を不法投棄し
てはならない。
・ペット等の飼い主及び飼
育管理する者は、ペット等
を屋外に連れ出すときは、
排泄物等の処理用具を携
行し、ペット等の排出物を
持ち帰らなければならな
い。

なし
人口
登録犬

約4.9万人
2,425頭

宝達志水町
（石川県）

宝達志水町環境保全条例
平成19年3月30日公布
平成19年4月1日施行

この条例は、本町の良好な環境の保全と創造につ
いての基本原則を定め、町、町民等、事業者、土
地所有者等の責務を明らかにするとともに、環境
に関する施策の基本的な事項を定め、環境施策
を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将
来の町民の健康で文化的な生活を確保することを
目的とする。

・愛がん動物の飼い主等の
義務
・飼い主の遵守事項

なし
人口
登録犬

約1.4万人
849頭

野々市市
（石川県）

野々市市環境美化推進条例
平成9年9月22日公布
平成10年4月1日施行

第9条 市内の環境美化の推進に関し、市、市民、
事業者及び土地所有者等の責務を明らかにする
とともに、空き缶等その他の廃棄物の散乱の防
止、空き地の管理及び回収容器の設置について
必要な事項を定めることにより、市民の快適な生
活環境の確保に寄与することを 目的とする。

飼い犬のふん害等の防止

飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書
・公表

人口
登録犬

約4.7万人
1,548頭

福井市
（福井県）

福井市空き缶等の散乱及び
ふん害の防止に関する条例
平成8年12月25日公布
平成9年10月1日施行

この条例は、空き缶等の散乱及びふん害の防止
について、必要な事項を定めることにより、清潔で
うつくしいまちをつくり、もって生活・交流都市として
の快適な都市環境の形成に資することを目的とす
る。

・飼い主の責務
・飼い主の回収義務

飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約26.9万人
11,128頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

大野市
（福井県）

大野市環境美化推進条例
平成12年6月29日公布
平成12年7月20日施行

この条例は、大野市の環境美化を図るため、ごみ
の投げ捨て及び散乱の防止、愛玩動物のふん害
の防止並びに空き地の適正管理について必要な
事項を定めることにより、清潔で美しい街をつくり、
もって良好な都市環境の形成に資することを目的
とする。

1　市の責務
2　市民等の責務
3　事業者の責務
4　土地所有者等の責務
5　飼い主の責務
6　飼い主の遵守事項
7　隣接市町町との連携
8　指導及び助言
9　勧告及び命令

人口
登録犬

約3.6万人
1,747頭

人口
登録犬

約2.6万人
1,205頭

鯖江市
（福井県）

鯖江市市民環境条例
平成13年12月25日公布
平成14年4月1日施行
（平成22年9月28日改正）

この条例は、鯖江市環境基本条例（平成9年鯖江
市条例第11号）の基本理念にのつとり、市民が健
康で文化的な生活を確保するため、地球環境、自
然環境および生活環境の保全に関し必要な事項
を定め、市民、民間団体、事業者および市が一体
となり、環境への負荷の少ない持続的な発展が可
能な社会を形成することを目的とする。

・啓発
・市民の協力
・投棄の禁止
・飼い主の遵守義務（動物
の・排泄物の回収）
・指導および勧告
・命令
・過料

・指導書
・勧告書
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約6.8万人
2,368頭

あわら市
（福井県）

あわら市廃棄物の処理及び
清掃に関する条例
平成16年3月1日公布
平成16年3月1日施行

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分
別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、
並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民
の健康で快適な生活を確保することを目的とす
る。

・飼い犬のふん放置防止
・飼い主の遵守事項
・指示及び勧告

人口
登録犬

約3.0万人
1,388頭

坂井市
（福井県）

坂井市廃棄物の処理及び清
掃に関する条例
平成18年3月20日公布
平成18年3月20日施行

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分
別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、
並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民
の健康で快適な生活を確保することを目的とす
る。

・飼い犬のふん放置防止
・飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約9.2万人
4,131頭

越前町
（福井県）

越前町環境条例
平成18年6月27日公布
平成18年8月1日施行

この条例は、環境の保全について、基本理念を定
め、並びに町民、事業者及び町の責務を明らかに
するとともに、町が実施する施策の基本的事項を
定めることにより、環境保全対策の総合的推進を
図り、もって町民の健康で文化的な生活を確保す
ることを目的とする。

・動物の排泄物の処理
・停止命令

人口
登録犬

約2.3万人
999頭

甲府市
（山梨県）

甲府市環境保全条例
平成22年6月23日公布
平成22年10月1日施行

甲府市環境基本条例（平成13年3月条例第5号）
の基本理念にのっとり、公害の防止のための規制
その他の措置を講ずることにより、環境への負荷
の低減を図るとともに、市、事業者及び市民の自
覚と協力のもとに生活環境の保全及び地球温暖
化の防止に関する施策を推進し、もって現在及び
将来にわたって良好な環境を確保すること。

飼い犬等の管理義務 なし
人口
登録犬

約19.7万人
9,908頭

甲斐市
（山梨県）

甲斐市まちをきれいにする条
例
平成19年7月3日公布
平成19年9月1日施行

緑と活力あふれる生活快適としづくりの実現に向
け、生活環境の美化に関し必要な事項を定めるこ
とにより、地域の環境美化の促進及び景観の保全
を図り、もって市民の快適な生活環境を確保す
る。

・愛護動物の管理
・飼い犬・飼い猫のふんの
放置の禁止

・身分証明書
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約7.5万人
5,304頭

昭和町
（山梨県）

昭和町ごみのないきれいな
まちにする条例
平成18年12月13日公布
平成19年4月1日施行

散乱ごみのない快適な生活環境の形成を目指す
ため、町民等、事業者、土地所有者等及び町の責
務を明らかにするとともに、ごみ等のポイ捨て及び
ふん害の防止に関し必要な事項を定めることによ
り、地域の環境美化を推進し、清潔で美しいまち
づくりに資する。

・町の責務
・飼い主の遵守事項

・中止・原状回復
命令書
・勧告書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約1.7万人
1,153頭

中央市
（山梨県）

ごみのないきれいなまちにす
る条例
平成20年3月25日公布
平成20年7月1日施行

この条例は、散乱ごみのない快適な生活環境の
形成を目指すため、市民等、事業者、土地所有者
等及び市の責務を明らかにするとともに、ごみ等
のポイ捨て及びふん害の防止に関し、必要な事項
を定めることにより、地域の環境美化を推薦し、清
潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

飼い主の義務（飼い犬のみ
対象）

なし
人口
登録犬

約3.2万人
2,290頭

勝山市
（福井県）

勝山市環境美化推進条例
平成12年6月28日公布
平成12年7月20日施行

この条例は、勝山市の環境美化を図るため、ごみ
の投げ捨て、ごみの散乱防止及び愛玩動物の適
正飼育並びに空き地の適正管理その他必要な対
策を講ずることにより、清潔で美しい街をつくり、
もって良好な都市環境の形成に資することを目的
とする。

1　市の責務
2　市民等の責務
3　事業者の責務
4　土地所有者等の責務
5　愛玩動物の飼育者の責
務
6　ごみ不法投棄の禁止
7　愛玩動物の飼育者の遵
守事項
8　関係市村の連携
8　指導及び助言
9　勧告及び命令

（平成22年度）
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

市川三郷町
（山梨県）

市川三郷町飼い犬等に
よる危害を防止する条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

飼い犬等の適正な飼育に関し必要な事項を定め、
人の生命、身体及び財産に対する危害を防止す
る措置を講ずることにより、住民の快適な生活環
境の保全に寄与することを目的とする。

・適正飼育
・遺棄禁止
・不必要な繁殖防止
・ふん害防止
・愛護について

・改善勧告書
・改善勧告報告書
・改善措置命令書

人口
登録犬

約1.8万人
1,409頭

富士河口湖町
（山梨県）

富士河口湖自然環境を守り
育む条例
平成15年11月15日公布
平成15年11月15日施行

この条例は、富士山憲章の推進及び国際観光地
にふさわしい富士河口湖町の環境を守り育むこと
について、町、町民等及び事業者の権利と債務並
びに環境への負荷の軽減を進めるとともに、生活
環境の美化にについても必要な事項を定め、もっ
て町民の健康で快適な生活の確保に寄与し、富
士河口湖町の豊かな自然を後世に引き継ぐことを
目的とする。

・糞の放置に関する啓発
・町民の協力

なし
人口
登録犬

約2.6万人
1,804頭

都留市
（山梨県）

都留市まちをきれいにする条
例
平成12年4月1日公布
平成12年7月1日施行

ごみの散乱の防止に関し必要な事項を定めること
により、地域の環境美化の促進及び景観の保全
を図り、もって市民の快適な生活環境を確保する
ことを目的とする。

・投棄の防止
・美化推進指導員

身分証明書
人口
登録犬

31,794人
1,841頭

韮崎市
（山梨県）

韮崎市環境美化推進条例
平成17年12月15日公布
平成18年4月1日施行

市、市民等、事業者及び土地所有者等が一体と
なって廃棄物の散乱の防止及び土地の良好な管
理を行うこと等により、地域の環境の美化を推進
し、清潔で美しいまちの形成に寄与することを目的
とする。

飼い主の義務
・身分証明書
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

32,690人
2,420頭

北杜市
（山梨県）

北杜市まちをきれいにする条
例
平成16年11月1日公布
平成16年11月1日施行

ごみの散乱の防止について必要な事項を定めるこ
とにより、地域の環境美化の促進及び景観の保全
を図り、もって良好な生活環境の向上に資すること
を目的とする。

市・事業者・市民等・土地所
有者等の責務

身分証明書
人口
登録犬

49,064人
5,259頭

富士吉田市
（山梨県）

富士吉田市飼い犬等による
危害を防止する条例
平成11年6月30日公布
平成11年10月1日施行

犬の適正な飼養に関し必要な事項を定めることに
より犬による人の生命、身体及び財産に対する危
害を防止する措置を講ずることにより、住民の快
適な生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

市・市民・飼主等の責務
・身分証明書
・改善勧告書
・改善措置命令書

人口
登録犬

51,919人
2,369頭

長野市
（長野県）

長野市ポイ捨て等を防止し、
ごみのないきれいなまちをつ
くる条例
平成22年12月27日公布
平成23年4月1日施行

この条例は、ポイ捨て等の防止に関し、市、市民
等及び事業者の責務を明らかにするとともに、禁
止行為その他必要な事項を定めることにより、ご
みのないきれいなまちの実現を図り、もって良好で
快適な市民等の生活環境の確保に資することを
目的とする

・飼い犬のふんの放置の禁
止
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約38.3万人

各務原市
（岐阜県）

各務原市美しいまちづくり条
例
平成11年3月30日公布
平成11年7月1日施行

地域環境の美化の促進、市民の清潔で快適な生
活環境の確保を目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

人口
登録犬

　約 15万人
　9,259頭

羽島市
（岐阜県）

羽島市美しいまちづくり条例
平成12年3月28日公布
平成12年7月1日施行

空き缶等ごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の
防止について必要な事項を定めることにより、清
潔で美しいまちづくりの推進を図り、もって良好な
生活環境を確保することを目的とする。

1　市民等の責務
2　事業者の責務
3　土地所有者の責務
4　飼い主の責務
5　市の責務（啓発等）
6　市の施策への協力
7　指導・助言・勧告・命令

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約 6.9万人
4,097頭

笠松町
（岐阜県）

笠松町美しいまちづくり条例
平成18年6月22日公布
平成18年10月1日施行

空き缶等の散乱、喫煙及び飼い犬等のふんの害
並びに雑草の繁茂の防止について必要な事項を
定め、町民等、事業者、土地の所有者等及び町が
協働して、将来にわたり安全で快適な環境を保つ
ことにより、清潔で美しいまちづくりを目指すことを
目的とする。

1　町民等、事業者、土地所
有者、飼い主、町の責務
2　ポイ捨ての禁止等
3　指導、勧告、措置命令、
公表、罰則

人口
登録犬

約 2.2万人
　1,131頭

岐南町
（岐阜県）

岐南町飼い犬等のふん害の
防止に関する要綱
平成7年11月16日告示
平成8年4月1日施行

飼い犬等のふん害の防止に関し必要な事項を定
めることにより、環境美化の促進を図り、町民の良
好な生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約 2.3万人
1,410頭

山県市
（岐阜県）

山県市環境保全条例
平成15年4月1日公布
平成15年4月1日施行

環境の保全に関する基本的な事項を定めることに
よって、市長及び市民及びに事業者の責務を明ら
かにするとともに、環境保全に関する施策を総合
的かつ計画的に推進し、市民の福祉の向上に寄
与することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

人口
登録犬

約 2.9万人
　2,292頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

本巣市
（岐阜県）

本巣市きれいなまちづくり条
例
平成16年2月1日公布
平成16年2月1日施行

空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草等の繁
茂の防止について必要な事項を定めることによ
り、市民等、事業者、飼い主、占有者等及び市が
互いに責任を果たし、きれいなまちづくりの推進を
図り、もって健康で安全かつ快適な生活環境の確
保に寄与することを目的とする。

1　市民の協力
2　飼い主の遵守事項
3　指導及び勧告

1　回収・清掃勧
告書
2　回収・清掃命
令書

人口
登録犬

約 3.5万人
　3,009頭

北方町
（岐阜県）

北方町を清潔で美しいまちに
する条例
平成6年9月26日公布
平成7年4月1日施行

町及び町民等、事業者、占有者等が一体となって
空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、空き
缶等のごみの清掃を行い、環境美化の促進を図
り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とす
る。

1　町民の協力
2　飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約 1.8万人
　1,039 頭

瑞穂市
（岐阜県）

瑞穂市を清潔で美しいまちに
する条例
平成15年5月1日公布
平成15年5月1日施行
（平成16年1月1日一部改正）

市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために
必要な生活環境を確保するため、市、市民等、事
業者及び占有者等が一体となって空き缶等のご
みの散乱を防止するとともに、空き缶等のごみの
清掃を行い、環境美化の促進を図り、清潔で美し
いまちづくりを目指すことを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

人口
登録犬

約 5.1万人
　2,994頭

大垣市
（岐阜県）

大垣市美しいまちづくり条例
平成11年3月26日公布
平成11年10月1日施行

ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より、清潔で美しいまちづくり推進、良好な生活環
境の確保を目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　助言、勧告及び命令
5　委任
6　その他

人口
登録犬

約15.9万人
　9,867頭

海津市
（岐阜県）

海津市ポイ捨て等防止条例
平成17年3月28日公布
平成17年3月28日施行

ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より、清潔で美しいまちづくり推進、良好な生活環
境の確保を目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の責務
4　市の責務
5　飼い主の遵守事項
6　指導及び助言
7　勧告及び命令
8　公表

なし
人口
登録犬

　約3.9万人
　3,382頭

養老町
（岐阜県）

養老町美しいまちづくり条例
平成15年9月30日公布
平成16年4月1日施行

ふん害の防止について、必要な事項を定めること
により飼い主がお互いに責任を果たし清潔で美し
いまちづくりの推進を図り、良好な生活環境の確
保を目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

人口
登録犬

約3.2万人
　2,444頭

垂井町
（岐阜県）

垂井町ポイ捨て等防止条例
平成11年3月26日公布
平成11年10月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより、良好な
生活環境を確保し、清潔なまちづくりを推進するこ
とを目的とする。

1　飼い主の責務
2　飼い主の遵守事項
3　指導及び勧告
4　その他

人口
登録犬

　約2.9万人
　1,806頭

関ヶ原町
（岐阜県）

関ヶ原町まちをきれいにする
条例
平成11年3月30日公布
平成11年10月1日施行

ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より、良好な生活環境を確保し、もって清潔なまち
づくりを推進することを目的とする。

1　飼い主の責務
2　飼い主の遵守事項
3　指導及び助言
4　勧告、命令及び公表
5　罰則
6　委任

人口
登録犬

　約0.7万人
621頭

神戸町
（岐阜県）

神戸町きれいなまちづくり条
例
平成19年12月21日公布
平成20年4月1日施行

空き缶等のごみ散乱、ふん害及び雑草の繁茂の
防止について必要な事項を定めることにより町民
等、事業者、飼い主、土地の所有者等及び町がお
互いに責任を果たし、協働による清潔できれいな
まちづくりの推進を図り、もって良好な生活環境の
確保に寄与することを目的とする。

1　町民等の責務
2　事業者の責務
3　飼い主の責務
4　土地所有者の責務
5　宣伝物の配布者の責務
6　催し物の開催者の責務
7　町の責務
8　指導・助言・勧告・命令

1　勧告書
2　命令書

人口
登録犬

　約2万人
1,351頭

輪之内町
（岐阜県）

輪之内町ポイ捨て等防止条
例
平成11年3月23日公布
平成11年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより、良好な
生活環境を確保し、もって清潔なまちづくりを推進
することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　町民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
6　その他

人口
登録犬

　約0.9万人
　     830 頭

揖斐川町
（岐阜県）

揖斐川町美しいまちづくり条
例
平成17年1月31日公布
平成17年1月31日施行

ごみやふん害、雑草の繁茂の防止について定め、
清潔で美しいまちづくりの推進を図る。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　指導及び勧告

1　飼い犬のふん
害等勧告書
2　命令書

人口
登録犬

　約2.4万人
2,061頭
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大野町
（岐阜県）

大野町美しいまちづくり条例
平成17年9月28日公布
平成18年1月1日施行

ふん害の防止について必要な次項を定めることに
より、良好な生活環境を確保し、もって快適な美し
いまちづくりを推進することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

1　飼い犬のふん
害等勧告書
2　命令書

人口
登録犬

　約2.4万人
1,918頭

池田町
（岐阜県）

池田町美しいまちづくり条例
平成13年3月22日公布
平成13年4月1日施行

空き缶等のごみ散乱、ふん害及び雑草の繁茂の
防止について必要な事項を定めることにより町民
等、事業者、飼い主、土地の所有者等及び町がお
互いに責任を果たし、清潔で美しいまちづくりの推
進を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与す
ることを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

命令書
人口
登録犬

　約2.5万人
1,832頭

関市
（岐阜県）

関市ポイ捨て等防止条例
平成9年9月30日公布
平成10年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより良好な
生活環境を確保しもって清潔なまちづくりを促進す
る。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

1　ふん害防止勧
告書
2　ふん害防止命
令書

人口
登録犬

　約9.3万人
　6,238頭

美濃市
（岐阜県）

美濃市まちを美しくする条例
平成11年12月17日公布
平成12年4月1日施行

空き缶等のごみの散乱及びふん害の防止につい
て必要な事項を定めることにより環境美化の促進
を図り、もって水と緑の快適な自然環境を保全し、
市民の快適な生活を確保する。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　指導及び勧告
4　委任

人口
登録犬

　約2.3万人
1,550頭

郡上市
（岐阜県）

郡上市ポイ捨て等防止条例
平成16年3月1日公布
平成16年3月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより、良好な
生活環境を確保し、もって清潔なまちづくりを推進
することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

1　飼い犬のふん
害等勧告書
2　飼い犬のふん
害等命令書

人口
登録犬

　約4.6万人
　3,050頭

美濃加茂市
（岐阜県）

美濃加茂市ポイ捨て等防止
条例
平成10年12月25日公布
平成11年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより環境美
化の促進を図り清潔で美しいまちづくりを推進する
ことを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　指導及び勧告
4　その他

1　飼い犬のふん
害等勧告書

人口
登録犬

　約 5.5万人
3,858頭

可児市
（岐阜県）

可児市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成11年3月25日公布
平成11年10月1日施行

環境美化の促進を図り、市民の快適な生活を確
保する。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

1　飼い犬のふん
害等勧告書

人口
登録犬

約10.1万人
7,820頭

富加町
（岐阜県）

富加町ポイ捨て等防止条例
平成11年3月23日公布
平成11年7月1日施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び
ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より、環境美化の促進を図り、もって清潔で美しい
まちづくりを目指すことを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　飼い主の遵守事項
3　指導及び勧告

人口
登録犬

約0.57万人
　512頭

坂祝町
（岐阜県）

坂祝町ポイ捨て等防止条例
平成23年3月18日公布
平成23年4月1日施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び
ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より、環境美化の促進を図り、もって清潔で美しい
まちづくりを推進すことを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　町民の責務
3　飼い主の責務
4　指導及び勧告
5　その他

1　勧告書
2　命令書

人口
登録犬

約0.85万人
　663頭

川辺町
（岐阜県）

川辺町環境美化条例
平成15年12月22日公布
平成16年4月1日施行

空き缶等散乱及びふん害の防止について必要な
事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、
もって清潔で美しいまちづくりを推進することを目
的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　飼い主の遵守事項
3　指導及び勧告
4　その他

1　飼い犬のふん
害等勧告書
2　その他

人口
登録犬

　約1.1万人
　881頭

七宗町
（岐阜県）

七宗町を清潔で美しいまちに
する条例
平成14年3月15日公布
平成14年4月1日施行

町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要
な生活環境を確保するため、町、町民等、事業者
及び占有者等が一体となってごみ等の散乱を防
止するとともに、ごみ等の清掃を行うことにより環
境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめ
ざすことを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

人口
登録犬

　約0.5万人
433頭

八百津町
（岐阜県）

八百津町ポイ捨て及びふん
害防止に関する条例
平成12年3月22日公布
平成12年4月1日施行

地域の環境美化に努め、清潔で快適な生活環境
を確保することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

1　飼い犬のふん
害等勧告書
2　その他

人口
登録犬

　約1.2万人
1,104頭
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白川町
（岐阜県）

白川町美しいまちづくり条例
平成15年3月14日公布
平成15年4月1日施行

町民一人ひとりの環境美化事業への積極的な参
画により、清潔で美しいまちづくりを目指すことを
目的とする。

1　飼い主の遵守事項
2　指導及び勧告

飼い犬のふん害
等勧告書

人口
登録犬

約1.0万人
　780頭

御嵩町
（岐阜県）

御嵩町飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成12年6月15日公布
平成12年9月1日施行

飼い犬のふんの処理に関し、飼い主の責任の明
瞭化等必要な事項を定めることにより、ふん害の
防止に関する意識の高揚を図り、もって町民の清
潔で快適な生活環境を保全することを目的とす
る。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告
5　委任
6　その他

飼い犬のふん害
等勧告書

人口
登録犬

　約2.0万人
1,701頭

多治見市
（岐阜県）

多治見市をごみの散らばっ
ていないきれいなまちにする
条例
平成15年12月22日公布
平成16年4月1日施行

市、市民等、事業者、飼い主、土地所有者等と自
主活動団体が一緒になって、環境の美化を図ると
ともに、市民の生活環境を向上させること。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　飼い主の遵守事項

人口
登録犬

約11.6万人
8,811頭

瑞浪市
（岐阜県）

瑞浪市まちをきれいにする条
例
平成9年12月24日公布
平成10年4月1日施行

市民等一人ひとりの心配りにより、良好な生活環
境を確保し、清潔で美しいまちづくりを推進するこ
と。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　飼い主の遵守事項

人口
登録犬

　約4万人
　2,859頭

中津川市
（岐阜県）

中津川市ポイ捨て等防止条
例
平成12年3月23日公布
平成12年7月1日施行

快適な生活環境を確保するため、空き缶等の散乱
及びふん害の防止について必要な事項を定める
ことにより、環境美化の促進を図り、清潔で美しい
まちづくりを推進することを目的とする。

1　市の責務
2　市民等の責務
3　事業者の責務
4　飼い主の遵守事項
5　指導・勧告
6　命令及び公表

人口
登録犬

　約8.1万人
　6,006頭

恵那市
（岐阜県）

恵那市空き缶等ポイ捨て及
びふん害の防止に関する条
例
平成16年10月25日公布
平成16年10月25日施行

環境美化の推進を図り、もって市民の快適な生活
を確保することを目的とする。

1　市の責務
2　市民等の責務
3　事業者の責務
4　飼い主の責務
5　指導及び助言
6　勧告及び命令
7　公表

人口
登録犬

　約5.5万人
　4,156頭

高山市
（岐阜県）

高山市ポイ捨て等及び路上
喫煙禁止条例
平成20年3月27日公布
平成20年4月1日施行

ポイ捨て及び飼い犬等のふんの放置並びに路上
喫煙の禁止について必要な事項を定めることによ
り、市民等、事業者、土地所有者等及び市が協働
して環境の美化を図り、もって快適な生活環境を
確保し、国際観光都市にふさわしい環境の整備に
資することを目的とする。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

人口
登録犬

　約9.2万人
5,654頭

飛騨市
（岐阜県）

飛騨市ポイ捨て等防止条例
平成16年2月1日公布
平成16年2月1日施行

市民が健康で安全かつ快適な生活を営むのに必
要な生活環境を確保するため、ポイ捨てによる空
き缶等のごみ散乱を防止するとともに、犬猫のふ
ん害の防止について必要な事項を定めることによ
り、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづく
りを目指す。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

人口
登録犬

　約2.6万人
　1,538頭

白川村
（岐阜県）

白川村ポイ捨て等防止条例
平成12年3月14日公布
平成12年3月14日施行

ポイ捨てによるごみの散乱防止や犬猫の糞害防
止についての必要な事項を定めることにより、清
潔で美しい村づくりを目指し、村民の健康で安全
かつ快適な生活を営むために必要な生活環境を
確保する。

1　飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
2　村民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

飼い犬のふん害
等指導報告書

人口
登録犬

　約0.1万人
　111頭

下呂市
（岐阜県）

下呂市ごみの不法投棄の防
止等に関する条例
平成16年3月1日公布
平成16年3月1日施行

市の区域内におけるごみの不法投棄、散乱の防
止、その他良好な環境の保持を推進することによ
り、清潔で明るいまちづくりを目指す。

1　飼犬のふん害等の防止
に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項
4　指導及び勧告

1　回収・清掃勧
告書
2　回収・清掃命
令書

人口
登録犬

　約3.7万人
　2,367頭

浜松市
（静岡県）

浜松市快適で良好な生活環
境を確保する条例
平成15年3月25日公布
平成15年7月1日施行

迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保す
るため、市民等、事業者及び市のそれぞれの責務
を明らかにするとともに、必要な事項を定めること
により、市民等及び事業者の意識の向上を図り、
思いやりのある行動を促し、もって快適で良好な
生活環境を実現する

・空き缶等及び吸い殻等の
投棄に対する措置
・歩行中の喫煙等に対する
措置
・落書きに対する措置
・飼い犬・ねこのふんの放
置に対する措置
・身体障害者用駐車場を適
正に利用するための措置

人口
登録犬

約80万人
55,407頭

下田市
（静岡県）

下田市美しいまちづくりを推
進する条例
平成16年10月7日公布
平成17年1月1日施行

市民一人ひとりの地域環境保全に対する意識を
向上させ、それぞれの役割を明確にすることによ
り、協力・連携して地域の環境を自ら保全すること
を図り、それにより美しいまちづくりを推進して、市
民誰もが良好で快適な生活環境を確保することを
目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項

・勧告書
・措置命令

人口
登録犬

約2.5万人
1,648頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

三島市
（静岡県）

三島市ごみの不法投棄等防
止条例
平成9年12月17日公布
平成10年6月1日施行

ごみの不法投棄及び飼い犬のふんの放置を防止
することにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、
市民の快適な生活環境を確保

・市民の責務
・勧告、公表
・立入調査

様式の規定なし
人口
登録犬

約11.3万人
5,772頭

沼津市
（静岡県）

沼津市町をきれいにする条
例
平成7年10月23日公布
平成8年4月1日施行
（平成10年3月26日一部改
正）

ごみのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止
することにより、本市の美観を保全し、良好な生活
環境の確保することを目的とする。

・飼い犬を公共の場所等で
運動させるときは、糞の処
理用具を携行し、当該飼い
主が排泄した糞を回収しな
ければならない。
・犬の糞放置の禁止。

・指導
・公表

人口
登録犬

約20.6万人
12,810頭

函南町
（静岡県）

函南町まちをきれいにする条
例
平成10年3月6日公布
平成10年3月6日施行

ごみのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止
することにより、町の美観を保全し、快適な生活環
境を確保すること

・飼い犬を公共の場所等で
運動させるときは、糞の処
理用具を携行し、当該飼い
主が排泄した糞を回収しな
ければならない。
・犬の糞放置の禁止。

様式の規定なし
人口
登録犬

約3.8万人
2,795頭

清水町
（静岡県）

清水町環境美化条例
平成9年9月22日公布
平成10年4月1日施行

ごみのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止
することにより、町の美観を保全し、快適な生活環
境を確保すること

・飼い犬を公共の場所等で
運動させるときは、糞の処
理用具を携行し、当該飼い
主が排泄した糞を回収しな
ければならない。
・犬の糞放置の禁止。

様式の規定なし
人口
登録犬

約3.2万人
1,593頭

長泉町
（静岡県）

長泉町清潔で美しいまちづく
り条例
平成9年3月27日公布
平成9年10月1日施行

ごみのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止
することにより、町の美観を保全し、快適な生活環
境を確保すること

・飼い犬を公共の場所等で
運動させるときは、糞の処
理用具を携行し、当該飼い
主が排泄した糞を回収しな
ければならない。
・犬の糞放置の禁止。

様式の規定なし
人口
登録犬

約4万人
1,711頭

藤枝市
（静岡県）

藤枝市まちをきれいにする条
例
平成15年7月1日公布
平成15年10月1日施行

地域環境の美化を推進するため、市民一人ひとり
の環境美化に対する意識を工場させ、市、市民
等、事業者、所有者等の責任と役割を明確に示す
とともに、それぞれ協力、連携し地域の環境を自ら
守り、市民の誰もが安全で快適な生活を営むこと
のできる良好な生活環境を確保する。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導・勧告・措置命令

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬

約14.5万人
　9,272頭

焼津市
（静岡県）

焼津市環境美化推進条例
平成9年3月31日公布
平成9年4月1日施行
（平成20年11月1日全部改
正）

市民等、事業者、所有者等その他の関係者及び
市が一体となって、ごみのポイ捨て及び散乱並び
に落書きの防止、空き地の適正な管理等の措置
を講ずることにより、清潔で美しいまちづくりを推
進することを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・ふん放置の禁止等
・指導又は勧告

・勧告書
・措置命令書

人口
登録犬

約14.3万人
8,877頭

吉田町
（静岡県）

吉田町ごみのないクリーンな
まちづくり条例
平成10年3月20日公布
平成10年10月1日施行

環境美化及び資源の再利用に関する活動を行う
ことにより資源の有効利用の促進を図り、もってご
みのないクリーンなまちづくりを推進することを目
的とする。

町民の責務 様式の規定なし
人口
登録犬

約2.9万人
1,802頭

名古屋市
（愛知県）

安心・安全で快適なまちづく
り条例
平成16年10月13日公布
平成16年11月1日施行
（平成18年6月1日改正）

安心、安全で快適な環境に関する地域の身近な
課題について、市民、事業者及び市がそれぞれの
役割のもと、協同して取組みを進めることによっ
て、安心、安全で快適なまちの実現をめざすことを
目的とする。

・飼犬のふん害等の防止に
関する啓発
・市民の協力
・飼主の遵守事項
・その他

人口
登録犬

約226万人
123,994頭

一宮市
（愛知県）

一宮市飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成13年12月20日公布
平成14年4月1日施行

市民の快適な生活環境を確保する。

・飼い犬のふん害防止に関
する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・命令
・罰則

・飼い犬のふん害
等勧告書
・飼い犬等のふん
害防止勧告履行
命令書

人口
登録犬

約38.6万人
24,804頭

瀬戸市
（愛知県）

瀬戸市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成12年6月30日公布
平成12年10月1日施行

ふん害の防止について必要な事項を定めることに
より都市環境の美化を図り、もって市民の快適な
生活環境の確保に寄与することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力、飼い主の遵
守事項
・指導及び助言
・勧告、命令及び公表
・協力要請
・ふん害防止市民行動の日
・ふん害防止重点地域

人口
登録犬

約13.3万人
9,764頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
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（平成22年度）

人口
登録犬

119,452人
7,605頭

春日井市
（愛知県）

春日井市ポイ捨て及びふん
害の防止に関する条例
平成8年3月29日公布
平成8年10月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防
止について必要な事項を定めることにより、都市
環境の美化を図り、もって市民の快適な生活を確
保することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告、顕彰、命
令、罰則

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書

人口
登録犬

約30.7万人
20,385頭

豊川市
（愛知県）

豊川市ポイ捨て及びふんの
放置の防止に関する条例
平成22年3月30日公布
平成22年10月1日施行

豊川市環境基本条例（平成21年豊川市条例第14
号）の本旨（※）を達成するため、ポイ捨て及びふ
んの放置の防止について必要な事項を定める。
（※）環境の保全及び創造について、基本理念を
定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らか
にするとともに、環境の保全及び創造に関する施
策の基本となる事項を定めることにより、環境の保
全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化
的な生活の確保に寄与することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・重点地域の指定
・実施計画
・飼い主の遵守事項
・勧告及び命令

・勧告書
・命令書
・過料処分決定通
知書
・告知弁明書

人口
登録犬
（制定時点）

約18.1万人
13,286頭

津島市
（愛知県）

飼い犬を伴う散歩に関する
条例
昭和57年4月1日公布
昭和57年4月1日施行

飼犬を伴う散歩時における生活環境の汚損を防
止することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び助言

措置命令（散歩時
における汚損防
止及びふんの処
理のための器具
又は用具の携
帯、散歩禁止区
域に対する違反
について）

人口
登録犬

約6.6万人
4,563頭

安城市
（愛知県）

安城市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成7年11月1日施行
平成17年11月1日改正施行

この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱防止
及び飼い犬等のふんの放置防止について、市民
等、事業者、土地占有者等、飼い主及び市の責務
を明らかにするとともに、市が実施する施策の基
本的な事項を定めることにより、環境の美化を図
り、もって市民の快適な生活の確保に寄与するこ
とを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言

人口
登録犬

約18万人
11,129頭

西尾市
（愛知県）

西尾市空き缶等ごみ散乱防
止条例
平成7年12月25日公布
平成8年4月1日施行
（平成13年3月26日改正）
（平成23年3月28日改正）

この条例は、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸
い殻、飼い犬のふん等ごみの散乱防止について
市民、事業者及び市が一体となって推進すること
が極めて重要であることにかんがみ、それぞれが
分担するごみの散乱の防止についての責務を明
らかにするとともに、市が実施するごみの散乱の
防止に関する施策の基本的な事項を定めることに
より、環境の美化を図り、もって市民の快適な生活
の確保に寄与することを目的とする。

市民お酔い土地占有者の
者が飼い犬のふん等ごみ
の散乱防止を行う

勧告書
人口
登録犬

169,163人
12,523頭

犬山市
（愛知県）

犬山市飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成10年3月27日公布
平成10年7月1日施行

この条例は、飼い犬等のふん害の防止に関し、飼
い主の責任の明確化等必要な事項を定めること
により、もって市民の連帯感の育成と快適な生活
環境を確保することを目的とする。

・飼い犬等のふん害の防止
に関する啓発
・飼い主の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告及び命令
・規則委任
・罰則

・飼い犬等のふん
害勧告書
・飼い犬等のふん
害の防止勧告履
歴命令書

人口
登録犬

約7.6万人
5,357頭

江南市
（愛知県）

江南市飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成15年6月30日公布
平成15年10月1日施行

飼い犬等のふん害の防止について必要な事項を
定めることにより、環境の美化を図るとともに、市
民の生活環境を保全することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防
止に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告及び公表

・飼い犬等のふん
害の防止等指導
報告書
・飼い犬等のふん
害の防止等勧告
書

人口
登録犬

約10.1万人
6,566頭

小牧市
（愛知県）

小牧市快適で清潔な
まちづくり条例
平成19年9月14日公布
平成20年4月1日施行

地域環境の身近な問題について、市、市民等及び
事業者の役割を明らかにし、それぞれがこの役割
の下、地域環境の保全及び美化の促進を図り、
もって市民の快適で清潔な生活環境の確保に寄
与することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

153,507人
10,277頭

半田市
（愛知県）

半田市環境保全条例
平成19年3月30日公布
平成19年4月1日施行

この条例は、生活環境及び地球環境の保全並び
に循環型社会の形成（以下「生活環境の保全等」
という。）についての基本理念と市、事業者及び市
民の責務を明らかにするとともに、生活環境の保
全等に関し必要な事項を定め、これに関する施策
を総合的かつ計画的に推進し、本市における現在
及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保す
ることを目的とする。

・飼い犬のふん放置の防止
等
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
（第40条）
・勧告及び命令
（第41条）
・罰則
（第50条）

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書
・通知書
※勧告書などに
ついて、半田市で
独自に定めてい
る様式はありませ
ん。

制定時点
（平成18年3月30日）
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保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日
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目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

稲沢市
（愛知県）

稲沢市快適で住みよいまち
づくり条例
平成20年12月25日公布
平成21年4月1日施行

稲沢市環境基本条例の基本理念に基づき、生活
環境の身近な問題について、市、市民等及び事業
者の役割を明らかにするとともに、それぞれのが
この役割の下、生活環境の保全及び美化の促進
を図り、もって市民等の快適で住みよい生活環境
の確保に寄与することを目的とする。

犬、猫等を飼育し、又は保
管する者は、当該犬、猫等
のふんを放置し、又は投棄
してはならない。

・飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約13.5万人
9,503頭

大府市
（愛知県）

「健康都市おおぶ」みんなで
美しいまちをつくる条例
平成21年12月25日公布
平成22年4月1日施行

地域の環境美化に関する課題について、市民、事
業者及び市の役割を明らかにし、それぞれがその
役割を果たし、協働して、取組を進めるとともに、
快適で清潔な暮らしを阻害する行為を禁止するこ
と等により「健康都市おおぶ」にふさわしい美しい
まちをつくることを目的とする。

ペットのふんを公共の場所
や、他人の土地に放置した
り、投棄させない

・飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書

人口
登録犬

8.6万人
5,423頭

知立市
（愛知県）

知立市環境美化推進条例
平成23年3月25日公布
平成23年10月1日施行

市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等およ
び吸い殻等の散乱並びに動物のふん害を防止す
るとともに、地域の環境美化の推進および快適な
生活環境の保全を図り、もって清潔で美しいまち
づくりに資することを目的とする。

・ポイ捨て及び飼い主のふ
ん害等の防止に関する啓
発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導、勧告及び命令・罰
則

・飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬
（制定時点）

約6.9万人
3,740頭

高浜市
（愛知県）

高浜市みんなでまちをきれい
にしよう条例
平成20年9月30日公布
平成21年4月1日施行

地域の環境美化に関する課題について、市民等、
事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれが分
担する役割の下、協働して取組を進めるとともに、
快適で清潔な暮らしを阻害する行為を禁止するこ
と等により、環境の美化を図り、もってきれいで住
みよい地域社会を実現する。

・犬の移動の際の引き綱等
による制御
・糞害防止に関する指導・
勧告

なし
人口
登録犬
（制定時点）

約4.5万人
2,725頭

豊明市
（愛知県）

豊明市空き缶等のごみポイ
捨て及びふん害の防止に関
する条例
平成8年12月24日制定
平成9年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等のごみの散乱及びふん害
の防止について必要な事項を定めることにより、
環境の美化を図り、もって市民の快適な生活の確
保に寄与することを目的とする。

・飼い主の責務
・市民の協力
・指導及び助言、勧告

なし
人口
登録犬

約6.8万人
4,479頭

日進市
（愛知県）

日進市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成12年12月21日公布
平成13年4月1日施行

環境美化の促進を図り、もって市民の快適な生活
環境の保全に資することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等指導報告書
・飼い犬のふん害
等勧告書

人口
登録犬

約8.2万人
6,088頭

清須市
（愛知県）

清須市飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成17年7月7日公布
平成17年7月7日施行

飼い主の責任としての飼い犬等のふんの処理に
関し必要な事項を定めることにより、飼い犬等の
ふん害の防止に関する意識の高揚を図り、市民の
良好な生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

・飼い犬等のふん害等の防
止に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・委任
・罰則

・飼い犬のふん害
の防止勧告履行
命令書
・飼い犬のふん害
の防止勧告書

人口
登録犬

約6.6万人
3,913頭

北名古屋市
（愛知県）

北名古屋市飼い犬等のふん
害の防止に関する条例
平成18年3月20日公布
平成18年3月20日施行

飼い主の責任としての飼い犬等のふんの処理に
関し必要な事項を定めることにより、飼い犬等の
ふん害の防止に関する意識の高揚を図り、市民の
良好な生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い犬の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬等のふん
害の防止勧告書
・防止勧告履行命
令書

人口
登録犬

81,613人
5,260頭

人口
登録犬

41,851人
3,389頭

彦根市
（滋賀県）

彦根市ごみの散乱及びふん
害のない美しいまちづくり条
例
平成14年6月26日公布
平成14年10月1日施行

彦根市環境基本条例（平成11年彦根市条例第1
号）の本旨を達成するため、彦根市、市民等、市
民団体、事業者及び占有者が協力し、ポイ捨てに
よるごみの散乱及び犬のふん害を防止することに
より美観、景観の保持及び水域の水質保全に努
め、良好な環境の保全と市民の健全で快適な生
活に資することを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・委任、命令

・飼い犬のふん害
等指導報告書
・飼い犬のふん害
等勧告書

人口
登録犬

約11.2万人
6,209頭

草津市
（滋賀県）

草津市飼い犬のふん等の放
置防止に関する条例
平成14年12月26日公布
平成15年4月1日施行

この条例は、飼い主のふん等の放置防止等につ
いて、必要な事項を定めることにより、環境美化の
促進を図り、もって市民の美しいまちづくりに対す
る意識の高揚と快適な生活環境を確保することを
目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・市民の協力
・指導及び勧告
・委任

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書

人口
登録犬

約12.2万人
5,255頭

東郷町
（愛知県）

東郷町飼い犬のふん害等の
防止に関する条例
平成6年12月26日公布
平成6年12月26日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん等の処理に
関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふ
ん害等の防止に関する意識の高揚を図り、町民の
良好な生活環境の保全に寄与することを目的とす
る。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

飼い犬のふん害
等勧告書

平成24年4月1日より（仮
称）東郷町ポイ捨て等禁
止条例の制定に伴い、廃
止予定。
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

長岡京市
（京都府）

長岡京市まちをきれいにする
条例
平成18年3月31日公布
平成18年7月1日施行

この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関す
る基本条例第6条の規定に基づき、まちの美化に
関して必要な事項を定めることにより、清潔できれ
いなまちづくりを推進し、もって快適で良好な都市
環境の実現に資することを目的とする。

・用語の定義
・市長の責務
・市民等の責務
・事業者の責務
・きれいなまちづくりの推進
・愛がん動物の管理
・飼い主の遵守事項
・勧告及び指導、環境美化
巡視員の施設調査及び指
導

人口
登録犬

約7.9万人
2,334頭

大山崎町
（京都府）

生活環境美化に関する条例
平成14年3月29日公布
平成14年10月1日施行

この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基
本条例に基づき、町民、事業者等のモラルの向上
と美化思想の普及を図り、もって現在及び将来に
わたり、町民が清潔に、して快適な生活を営むこと
ができる住みよいまちづくりに寄与することを目的
とする。

・他の条例との関係
・定義
・町の責務
・町民等の責務
・事業者の責務
・土地又は建物の所有者等
の責務
・清潔の保持
・ポイ捨て等の禁止
・印刷物等配布者の収拾義
務
・飼い犬の管理
・回収容器の設置及び管理
・環境美化重点区域の指定
・境美化推進員
・環境美化監視員
・美化団体の育成
・勧告及び命令
・公表
・立入調査
・関係機関への協力の要請
・関係刑罰法規の適用の要
請
・委任

人口
登録犬

約1.5万人
784頭

宇治市
（京都府）

宇治市環境美化推進 条例
平成11年10月8日公布
平成12年4月1日施行

この条例は、空き缶等の散乱を防止することによ
り、環境の美化を促進し、歴史文化都市としての
本市の美観の形成に資することを目的とする。

・定義
・投棄の禁止
・飼い犬の管理
・重点地域の指定
・回収容器の設置及び管理
・勧告
・命令及び公表
・原状回復命令
・報告の徴収
・立入調査
・身分証明書の携帯等
・委任
・罰則

人口
登録犬

約18.9万人
10,300頭

城陽市
（京都府）

城陽市飼い犬のふん害の防
止に関する条例
平成17年4月1日公布
平成17年10月1日施行

（趣旨）この条例は、飼い犬のふんの処理等につ
いて必要な事項を定めることにより、飼い犬のふ
ん害の防止に関する意識の高揚を図り、地域の環
境美化の促進に寄与することを目的とする。

・定義
・市の責務
・飼い主の遵守事項
・勧告
・命令
・罰則

人口
登録犬

約7.9万人
4,192頭

久御山町
（京都府）

久御山町飼い犬等のふん害
の防止に関する要綱
平成19年9月21日告示
平成19年11月1日施行

この要綱は、飼い犬等のふん害の防止に関し、飼
い主のモラル向上等に必要な事項を定めることに
より、良好な生活環境の保全と地域の環境美化の
促進に寄与することを目的とする。

・定義
・町の啓発
・飼い主の協力
・住民の協力
・指導等

人口
登録犬

約1.5万人
949頭

八幡市
（京都府）

八幡市美しいまちづくりに関
する条例
平成18年3月31日公布
平成18年10月1日施行

この条例は、「環境自治体宣言」のまちとして、清
潔で美しいまちづくりと快適な生活環境をを確保
することにより八幡市環境基本計画の実現を図る
ことを目的とする。

・定義
・市の責務
・事業者の責務
・市民の責務
・犬の糞の放置の禁止
・動物の適正飼養
・推進員の設置
・環境美化等の協定
・立入検査等
・勧告
・命令
・公表
・費用の請求
・罰金
・過料

人口
登録犬

約7.4万人
3,489頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

京田辺市
（京都府）

京田辺市まちをきれいにする
条例
平成10年10月1日公布
平成11年4月1日施行

この条例は、京田辺市における美化の推進に関
し、必要な事項を定めることにより、市民、事業者
等のモラルの向上と美化思想の普及を図り、現在
及び将来にわたり、市民が清潔にして快適な生活
を営むことができる住みよいまちづくりに資するこ
とを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・事業者の責務
・清潔の保持
・飼い犬の管理
・美化重点区域の指定
・美化団体の育成
・美化行動の日
・指導
・勧告及び命令
・関係機関への協力要請

人口
登録犬

約6.8万人
3,577頭

宇治田原町
（京都府）

宇治田原町まちをきれいに
する条例
平成19年4月1日公布
平成19年10月1日施行

この条例は、空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のフ
ン放置及び落書き行為の防止に関し必要な事項
を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推
進し、もって住民の快適な生活環境を確保するこ
とを目的とする。

・定義
・町の責務
・住民等及び事業者の責務
・飼い主の責務
・飼い犬等のフン放置の禁
止
・美化重点区域の指定
・指導
・勧告及び命令
・過料
・推進員の設置
・委任

人口
登録犬

約1万人
1,019頭

木津川市
（京都府）

木津川市空き缶等のポイ捨
て、飼い犬のフン放置、落書
きのない美しいまちづくりを
推進する条例
平成19年3月12日公布
平成19年3月12日施行

この条例は、木津川市環境基本条例（平成19年木
津川市条例第149号）の基本理念に基づき、空き
缶等のポイ捨て、飼い犬のフン放置及び落書き行
為（以下「ポイ捨て等」という。）の防止に関し必要
な事項を定めることにより、学研都市にふさわしい
清潔で美しいまちづくりを推進し、もって市民の快
適な生活環境を確保することを目的とする。

・定義
・市の責務
・市民等の責務
・事業者の責務
・飼い主の責務
・空き缶等のポイ捨ての禁
止
・飼い犬のフン放置の禁止
・落書き行為の禁止
・空き缶等ポイ捨て防止重
点区域
・飼い犬のフン放置防止重
点区域
・回収容器の設置及び管理
指導
・勧告及び命令
・委任
・罰金
・過料

人口
登録犬

約7万人
4,812頭

亀岡市
（京都府）

亀岡市環境美化条例
平成17年3月29日公布
平成17年4月1日施行

この条例は、本市の環境美化について必要な事
項を定め、市、事業者及び市民等が一体となっ
て、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止すること
により、地域環境の美化を図り、清潔で快適なま
ちづくりに寄与することを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・事業者等の責務
・所有者等の責務
・投棄の禁止等
・飼い犬等のふんの放置の
禁止
・美化推進重点地域の指定
等
・指導又は勧告
・代執行
・公表

・改善措置指導書
・改善措置勧告書
・改善措置報告書
・改善措置命令書
・改善措置命令
・履行報告書

人口
登録犬

約9.2万人
6,157頭

与謝野町
（京都府）

与謝野町のまちを美しく する
条例
平成18年3月1日公布
平成18年3月1日施行

この条例は、与謝野町の美化推進に関し、必要な
事項を定めることにより町、町民等及び事業者が
一体となってモラルの向上と美化思想の普及を図
り、現在及び将来にわたり、町民が快適な生活を
営むことができる住みよいまちづくりを進めること
を目的とする。

・町の責務
・町民等の責務
・事業者の責務
・土地所有者等の責務
・清潔の保持・飼い主の責
務
・美化重点区域の指定
・美化団体の育成
・美化行動の日等
・指導
・勧告及び命令

人口
登録犬

約2.3万人
1,168頭

宮津市
（京都府）

宮津市安全で美しいまちづく
り条例
平成19年9月26日公布
平成20年1月1日施行

この条例は、市民と行政等が一体となって、犯罪
のない安全なまち及びごみ、落書き等のない美し
いまち（以下「安全で美しいまつ」という。）をつくる
ことを目的とする。

・定義
・基本理念
・市の責務
・市民等、地域活動団体及
事業者の責務
・関係行政機関の協力
・地域コミュニティ－の強
化・防犯の推進
・子ども等の安全の確保
・清潔の保持
・花と緑の推進
・歩行喫煙
・委任

人口
登録犬

約1.9万人
946頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

京丹後市
（京都府）

京丹後市美しいふるさとづく
り条例
平成16年4月1日公布
平成16年4月1日施行

この条例は、京丹後市の豊かな自然環境を保全し
ていくために、必要な事項を定め、市、事業者、及
び市民等が一体となって市域の美化を行い、美し
いふるさとづくりを推進することを目的とする。

・定義
・市の責務
・事業者の責務
・市民等の責務
・飼い主の責務
・土地所有者等の責務
・ポイ捨て等の禁止
・重点区域の指定
・重典区域内の重典施策
・特別保護区域の指定
・特別保護区域内における
禁止行為
・特別保護区域内の重典施
策
・環境保護団体の認定
・環境保護団体の活動
・命令
・制裁措置
・関係法令の活用
・美しいふるさとづくり審議
会の設置
・審議会の所掌事務
・審議会の組織等
・委任

人口
登録犬

約5.8万人
2,740頭

人口
登録犬

約84万人
41,563頭

高槻市
（大阪府）

高槻市まちの美化を
推進する条例
平成18年3月29日公布
平成18年4月 1日施行

市、市民等及び事業者が協働して空き缶等及び
吸い殻等のポイ捨てを防止し、併せて清掃活動等
を行うことにより、まちの美化を推進し、もって市民
の快適な生活環境の確保に資することを目的とす
る。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・助言及び指導

なし
人口
登録犬

約35.8万人
16,659頭

東大阪市
（大阪府）

東大阪市まちの美化推進に
関する条例
平成9年7月4日公布
平成9年8月1日施行
（ただし、犬のフンに関する
部分を平成19年3月30日追
加して一部改正、平成19年
10月1日施行）

東大阪市環境基本条例（平成13年東大阪市条例
第8号）の本旨を達成するため、ポイ捨て、落書き
及び飼い犬のふんの放置の防止等について必要
な事項を定めることにより、本市、市民等、事業
者、占有者等が一体となって快適で美しいまちづく
りを推進し、もって良好な都市環境を確保すること
を目的とする。

・市長の責務
・市民等の責務
・占有者の責務
・公共の場所の管理者の責
務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・関係機関への要請
・過料

人口
登録犬

約50.4万人
24,004頭

池田市環境保全条例
昭和53年7月1日公布
昭和53年10月1日施行
池田市環境保全条例施行規
則
昭和53年8月1日公布
昭和53年10月1日施行

すべて市民は、健康で安全にして快適な生活を営
み得る良好な環境を享受する権利を有し、相互に
これを尊重する。

・飼養者の遵守義務
・指導及び勧告

池田市美しいまち推進条例
平成21年3月30日公布
平成21年4月1日施行

吸い殻・空き缶等及び印刷物等のポイ捨て及び散
乱、フン害並びに落書き行為の防止について必要
な事項を定める事により、市・事業者・市民等がそ
れぞれの責務を自覚し協働して美しいまちづくりを
推進し、もって市民等の清潔で快適な生活環境を
確保する事を目的とする。

ポイ捨て、落書き行為、ペッ
トのふんの放置禁止
（指導及び勧告及び過料）

吹田市
（大阪府）

吹田市環境美化に関する条
例
平成11年3月29日公布
平成11年10月1日施行
（平成17年4月1日改正）

ポイ捨て等の防止、屋外広告物の提出又は表示
の適正化等環境美化を図ることにより、清潔でき
れいなまちをつくり、もって市民の生活環境の向上
に資することを目的とする。

飼い犬等のふんの放置を
ポイ捨てと位置付け、ポイ
捨て防止のための勧告が
できる。

人口
登録犬

約35万人
13,798頭

守口市
（大阪府）

 守口市まちの美化推進に関
する条例
平成13年3月27日公布
平成13年10月1日施行
（平成15年3月3日改正）

市、市民、事業者が一体となって、ポイ捨て等の
防止、屋外広告物の掲出又は表示の適正化等を
図ることにより、快適で美しいまちづくりを推進する
ことを目的とする。

犬等のふん害の防止
人口
登録犬

約14.7万人
6,014頭

枚方市
（大阪府）

枚方市ポイ捨てによるごみ
の散乱及び犬のふんの放置
の防止に関する条例
平成14年3月19日公布
平成14年10月1日施行

市、市民、事業者等の責務を明らかにすることに
より、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの
公共の場所等への放置のない、清潔で美しいまち
をつくり、もって市民の快適な生活環境の確保を
目的とする。

犬のふんの放置禁止 命令書
人口
登録犬

約41万人
18,480頭

池田市
（大阪府）

人口
登録犬

約10.4万人
4,523頭

堺市
（大阪府）

堺市安全・安心・快適な市民
協働のまちづくり条例
平成21年9月14日公布
平成21年10月1日施行

安全・安心・快適なまちづくりについて、施策の基
本となる事項を定め、市、市民及び事業者の責務
を明らかにすることにより、互いの自主性を尊重し
ながら協働して取組を進め、市民が安全に、安心
して快適に暮らすことができる地域社会の実現に
資することを目的とする。

飼い犬等のふんの放置禁
止 （平成23年4月1日時点）
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保護管理要網等の名称
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目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

茨木市
（大阪府）

茨木市生活環境の保全に関
する条例
平成20年9月30日公布
平成21年4月1日施行

生活環境の保全のため、公害等の原因となる行
為に関して必要な規制や必要な措置を定めること
により、良好な生活環境の保全を図り、環境への
負荷を低減して、現在及び将来の市民の健康と安
全を確保することを目的とする。

飼養者のふん害の防止へ
の啓発

人口
登録犬
（制定時点）

約27.5万人
10,980頭

泉佐野市
（大阪府）

泉佐野市環境美化推進条例
平成17年12月22日公布
平成18年4月1日施行

清潔で美しいまちづくりを図るため、空き缶等及び
吸殻等の散乱並びに飼い犬等の愛玩動物のふん
放置を防止するための措置を講じ、もって快適な
生活環境の保全と都市環境の美化に寄与するこ
とを目的とする。

飼い主等の責務
人口
登録犬

約10.2万人
5,357頭

寝屋川市
（大阪府）

寝屋川市美しいまちづくり条
例
平成17年3月30日公布
平成17年4月1日施行
（条例の一部は、平成17年10
月1日から施行）

この条例は、市域の良好な生活環境の維持向上
を図るため、寝屋川市、市民及び事業者の責務及
び役割を定め、安全で清潔な、みどり豊かなまち
づくりの推進を目的とする。

・飼犬の管理
・犬のふんの放置禁止
・市民の協力
・指導及び勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約24万人
1,1368頭

松原市
（大阪府）

松原市きれいなまちづくり条
例
平成8年12月26日公布
平成9年4月1日施行

市民がより健康で高度な文化的生活を営む上に
おいて必要で良好な生活環境の確保と都市の美
化促進を図るため、市長、市民及び事業者のそれ
ぞれの責務を明らかにし、緑あふれるきれいなま
ちづくりを総合的に推進するための基本的事項を
定め、もって市民福祉のより一層の向上に寄与す
ることを目的とする。

・飼い犬の飼育者の遵守事
項
・市民の協力

人口
登録犬

約12.6万人
6,243頭

大東市
（大阪府）

大東市環境の保全等の推進
に関する条例施行規則
平成18年5月15日公布
平成18年6月5日施行

事業活動及び市民生活に伴って生ずる環境への
負荷の低減を図り、快適でうるおいのある豊かな
環境の保全と創造に寄与することを目的とする。

飼い犬等の飼養の適正管
理
（§17－1①）

人口
登録犬

約12.7万人
5,469頭

人口
登録犬

約18.7万人
7,830頭

箕面市
（大阪府）

箕面市まちの美化を推進す
る条例
平成22年3月29日公布
平成22年4月1日施行

ごみの散乱及び落書きを行うことの防止について
の必要な事項を定めることにより、市、市民等、事
業者及び土地所有者等の協働によるまちの美化
を推進し、もって市民の生活環境の向上に資する
ことを目的とする。

・市民等の責務
ポイ捨て等の禁止（犬のふ
ん放置）
・立入調査
・指導、勧告、命令
・過料

・勧告書
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約13万人
6,393頭

人口
登録犬

約7.4万人
3,554頭

門真市
（大阪府）

門真市美しいまちづくり条例
平成13年3月28日公布
平成13年6月28日施行

市民の健康で文化的な生活を保持するため、生
活環境の美化に関する行動の基本となる事項そ
の他必要な事項を定め、これらを市、市民及び事
業者が一体となって取り組み、市域の美しいまち
づくりを推進することを目的とする。

飼い犬のふんの放置の禁
止

人口
登録犬

約13万人
4,183頭

摂津市
（大阪府）

摂津市環境の保全及び創造
に関する条例
平成11年6月29日公布
平成11年12月1日施行
（平成13年3月29日改正）
（平成14年3月28日改正）

良好な環境の保全及び創造に関し、市、事業者及
び市民の責務を明らかにするとともに、良好な環
境の保全及び創造に関する施策の基本となる事
項を定め、これに基づく施策の総合的推進を図る
ことにより、現在及び将来の市民の健康で文化的
な生活の確保に資することを目的とする。

・飼育者の責務
・指導及び勧告

人口
登録犬

約8.4万人
3,495頭

藤井寺市
（大阪府）

藤井寺市美しいまちづくり推
進条例
平成15年3月31日公布
平成15年4月1日施行

藤井寺市環境保全基本条例（昭和58年藤井寺市
条例第9号）第6条の規定に基づき、市民の健康で
文化的な生活を保持、促進するため、廃棄物の不
法投棄の防止や公共の場所の清潔保持など、市
民の身近な生活環境の美化に関する行動の基本
となる事項その他必要な事項を定め、これらを市、
市民及び事業所等が一体となって取り組み、市内
の美しいまちづくりを推進することを目的とする。

飼い犬の飼い主は、当該飼
い犬を飼育場所以外の場
所へ移動し、又は運動させ
るときは、犬のフンを回収
するための用具等を携帯す
るなどして、当該飼い犬の
フンを適正に処理しなけれ
ばならない。

人口
登録犬

約6.5万人
2,900頭

柏原市
（大阪府）

柏原市犬のふんの放置及び
ポイ捨てによるごみ等の散
乱の防止に関する条例
平成17年6月29日公布
平成17年12月1日施行

犬の糞の放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱
を防止することについて、市・市民等及び飼い主
等の責務、その他必要な事項を定めることにより、
柏原市の環境の美化を推進し清潔で美しい町づく
りに寄与する。

1　飼い主の糞害等の防止
に関する啓発
2　市民の協力
3　飼い主の遵守事項指導
及び勧告
4　指導及び勧告

・飼い主の糞害等
・勧告書
・命令書
・通知書

（平成23年3月時点）

和泉市
（大阪府）

和泉市生活環境の保全等に
関する条例
第4章第4節愛玩動物の管理
（第41条、第42条）
平成11年10月13日公布
平成12年4月1日施行
（平成19年10月1日改正）

愛玩動物の管理義務

飼育者は飼育施設の設置
等、適正な管理をするととも
に、悪臭・病害虫の予防・
ふん尿の処理や、不要・死
亡の際も適切に処理しなけ
ればならない。これに違反
した場合は必要な措置をと
るよう指導し、又は勧告す
る。

（平成23年3月末時点）

26



都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

泉南市
（大阪府）

泉南市きれいなまちづくり条
例
平成17年3月31日公布
平成17年4月1日施行
泉南市きれいなまちづくり条
例施行規則
平成17年11月29日公布
平成17年12月1日施行

まちの美化を進め、よりよい生活環境を作るため
に必要な事項を定め、清潔できれいなまちづくりに
資することを目的とする。

・美化を進めるための施策
への市民、事業者の協力
・ペットのふんの投棄禁止

人口
登録犬

約6.5万人
3,798頭

四條畷市
（大阪府）

四條畷市生活環境の保全等
に関する条例
平成20年3月28日公布
平成20年7月1日施行

市民の良好な環境の確保に関し、屋外作業に関
する規制、ペットのふんの放置禁止、ポイ捨て禁
止などを定め、健康で文化的な生活の実現に寄与
することを目的とする。

・犬、猫等愛がん動物の適
正管理
・ふん害防止
・死亡した際の処理等

人口
登録犬

約5.7万人
3,039頭

大阪狭山市
（大阪府）

大阪狭山市ごみ等のポイ捨
て等の防止に関する条例
平成8年6月28日公布
平成8年10月1日施行

ごみ等のポイ捨て等を防止することに関し、市、市
民等及び事業者の責務その他の必要な事項を定
めることにより、市内の環境美化の促進と美観の
保護を図り、もって市民の良好な生活環境の保全
に寄与することを目的とする。

犬のふんの放置禁止
人口
登録犬

約5.8万人
2,727頭

阪南市
（大阪府）

阪南市まちの美化に関する
条例
平成14年3月29日公布
平成14年8月1日施行

市民等、事業者、所有者等及び市が一体となっ
て、空き缶等のポイ捨て及び愛がん動物のふんの
放置を防止することにより、地域における環境美
化の促進を図り、もって清潔で美しいまちづくりを
目指すことを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告及び過料

命令書
人口
登録犬

約5.8万人
3,695頭

能勢町
（大阪府）

能勢町ごみのポイ捨て及び
飼い犬等のふん害の防止に
関する条例
平成21年12月24日公布
平成22年4月1日施行

町、事業者及び町民等がそれぞれの責務を自覚
するとともに清潔で美しいまちづくりを推進し、快
適な生活環境を確保するためにポイ捨て等を防止
することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導
・勧告及び命令
・過料

・過料
・告知・弁明書
・処分通知書

人口
登録犬
（制定時点）

約1.2万人
1,599頭

熊取町
（大阪府）

美しいまちづくり条例
平成9年10月8日公布
平成9年12月1日施行

環境の美化に関し、町、町民等及び事業者の責務
その他必要な事項を定めることにより、まちの環
境の美化の促進と美観の保護を図り、もって美し
いまちづくりを推進することを目的とする

犬のふん害の防止
人口
登録犬

約4.5万人
2,936頭

田尻町
（大阪府）

田尻町安全、安心で快適な
生活環境の整備に関する条
例
平成23年3月22日公布
平成23年7月1日施行

町民等がより一層安全で安心して快適に暮らせる
まちづくりについて、基本となる事項を定め、町民
等の自主性及び主体性を尊重し、生活環境を整
備することにより、安全、安心快適なまち田尻の実
現と将来の田尻町を担うこどもの手本になる生活
環境ｊづくりを目的とする。

犬猫その他の動物の飼い
主（その所有者以外で犬猫
その他愛護動物を飼育し、
又は保管している者を含
む。）又は管理者は、当該
動物のふんを公共の場所
に放置してはならない。

人口
登録犬

約0.8万人
421頭

人口
登録犬

約1.8万人
1,347頭

人口
登録犬

約1.4万人
866頭

河南町
（大阪府）

美しい河南町条例
平成21年12月10日公布
平成22年4月1日施行

かん・びん・吸殻等のポイ捨て及び散乱、犬のフン
の放置並びに落書き行為の禁止、空き地・空き家
の適正管理、緑化の推進などについて必要な事
項を定めることにより、町・住民・事業者等がそれ
ぞれの責務を自覚し協働して美しいまちづくりを推
進し、もって河南町の豊かな自然や良好な環境を
保持することを目的とする。

飼い主の適正な管理や糞
の放置を禁止。　（条例第
11条）

人口
登録犬

1.64万人
1,383頭

太子町
（大阪府）

太子町美しいまちづくり条例
平成19年12月27日公布
平成20年4月1日施行

空き缶、吸い殻の散乱及び粗大ごみの不法投棄
の防止並びに愛護動物の管理等について必要な
事項を定めることにより、町民が良好な環境の中
で快適な生活を営めるよう清潔で美しいまちづくり
を推進することを目的とする。

愛護動物の飼い主の責務
として飼い主は、愛護動物
が近隣住民に危害を加え、
又は迷惑を及ぼすことのな
いよう適切に管理し、愛護
動物を飼養場所以外の場
所へ移動するときは、ふん
を回収するための用具等を
携帯するなどして、これを適
切に処理しなければならな
い。又、やむを得ず愛護動
物を継続して、飼養すること
ができなくなった場合及び
愛護動物が死亡したとき
は、関係法令の規定に基づ
いて、適切に措置しなけれ
ばならない。

（平成23年9月30日時点）

岬町
（大阪府）

岬町環境の美化に関する条
例
平成10年6月29日公布
平成10年10月1日施行

環境の美化に関し、町、町民等、事業者及び占有
者等の責務、その他の必要な事項を定めることに
より、ごみ等の散乱の防止等を図り、快適で美し
いまちづくりを推進し、もって良好な都市環境を確
保することを目的とする。

・犬のふんの放置禁止
・勧告及び命令
・公表

・勧告書
・命令書

（平成23年9月30日時点）
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

西宮市
（兵庫県）

快適な市民生活の確保に関
する条例
平成12年3月30日公布
平成12年7月1日施行
（平成17年4月1日一部改正）
（平成20年6月1日一部改正）

市民の平穏で清潔な日常生活の維持について必
要な事項を定めることにより、快適な市民の生活
環境を確保することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

人口
登録犬

約48万人
23,475頭

相生市
（兵庫県）

相生市民の住み良い環境を
まもる条例
昭和49年9月24日公布
昭和50年3月20日施行
（平成22年4月1日一部改正）

この条例は、現在及び将来に亘つて相生市民が
健康で文化的な生活を営むために、良好な環境
の確保に関する市長、事業者及び市民それぞれ
の責務を明らかにし、市民の安全、かつ、快適な
環境をまもるための施策の基本となる事項その他
必要な事項を定めることにより、その施策の総合
的推進を図り、もつて市民の良好な環境を確保す
ることを目的とする。

愛玩動物の飼育者の義務
等

なし
人口
登録犬
（制定時点）

約3.2万人
2,079頭

佐用町
（兵庫県）

佐用町良好な環境の保護に
関する条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

住民の自然保護意識の高揚、環境教育の推進等
を図るとともに、住民・企業の協力のもとごみの不
法投棄など公害監視体制の強化や自主規制の促
進、省エネルギー化と地域ぐるみでの環境美化運
動等を推進し、星空景観形成地域の指定を受ける
町として、光害防止対策などの取り組みを住民と
行政が一体となり、美しい水と緑の環境を守り育
て、「ひと　まち　自然がきらめく共生の郷　佐用」
を目指したまちづくりの実現を目的とする。

飼い主の生活環境に対す
る責務

なし
人口
登録犬
（制定時点）

約2万人
1,809頭

南あわじ市
（兵庫県）

ポイ捨てをなくす南あわじ市
美しい島づくり条例
平成17年1月11日公布
平成17年1月11日施行

美しい自然とさわやかな淡路島を維持し、創出す
るため、市長、事業者及び住民が一体となってご
みの散乱、飼い犬のふんの放置、ポイ捨て等を防
止するとともに、散乱ごみの清掃及びその再資源
化に努め、住みよい地域・島づくりと環境の美化の
促進を図ること

・住民等の責務
・勧告及び命令

なし
人口
登録犬

約5.1万人
3,785頭

淡路市
（兵庫県）

ポイ捨てをなくす淡路市美し
い島づくり条例
平成17年4月1日公布
平成17年4月1日施行

美しい自然とさわやかな淡路島を維持、創出する
ため、市、事業者及び市民が一体となってごみの
散乱、飼い犬のふんの放置、ポイ捨て等を防止す
るとともに、散乱ごみの清掃とその再資源化に努
め、住みよい地域（島）づくりと環境の美化の促進
を図ることを目的とする。

・市の責務
・住民等の責務
・公共の場所の管理者の責
務
・飼い犬のふんの放置
・歓告及び命令
・報告
・公表
・関係機関への要請

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約4.8万人
3,967頭

河合町
（奈良県）

河合町飼い犬ふん害等防止
に関する条例
平成9年3月28日公布
平成9年4月 1日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処
理等に関し、必要な事項を定めることにより、飼い
犬の糞害等の防止に関する意識の高揚を図り、
町民の良好な生活環境づくりの推進に寄与するこ
とを目的とする。

・飼い犬の糞害等の防止に
関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約2.0万人
1,140頭

三宅町
（奈良県）

三宅町飼い犬のふん害等の
防止に関する条例
平成22年4月1日公布
平成22年4月1日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん等の処理に
関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふ
ん害等の防止に関する意識の高揚を図り、町民の
良好な生活環境づくりの推進に寄与することを目
的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等防止勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

7,558人
404頭

生駒市
（奈良県）

生駒市まちをきれいにする条
例
平成22年9月28日公布
平成23年1月1日施行

環境美化に関する市民等、事業者及び市の責務
を明らかにするとともに、それぞれが協働してまち
をきれいにするための施策について必要な事項を
定め、市民等が快適で安全な生活環境を確保す
ることを目的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・飼い主の遵守事項
・調査・指導及び勧告

勧告書
人口
登録犬

約12万人
6,404頭

和歌山市
（和歌山県）

和歌山市美化推進及び美観
の保護に関する条例
平成4年7月16日公布
平成4年11月1日施行

地域の美観環境の形成に関し、市、市民等、事業
者、占有者等の責務及び必要な事項を定めること
により、地域の環境美化の促進及び環境の保護
に資することを目的とする。

飼い主の遵守事項
人口
登録犬

約36.8万人
16,191頭

海南市
（和歌山県）

海南市美しいまちづくり条例
平成17年4月1日施行

この条例は、市民等、事業者、所有者等及び市が
一体となって環境の美化に関する活動を行うこと
により、美化意識の向上を図るとともに、市民の会
的な生活環境を確保し、もって清潔な美しいまち
づくりに資することを目的とする。

飼い主は、飼い犬等のふん
を処理するための用具を携
行するなどし、飼い犬等が
公共の場所等において、ふ
んをしたときは、回収しなけ
ればならない。

・飼い犬等のふん
の放置の禁止
・指導又は勧告措
置命令書

人口
登録犬

約5.7万人
2,646頭

紀の川市
（和歌山県）

紀の川市環境保全条例
平成17年11月7日公布
平成17年11月7日施行

この条例は、すべての市民が健康で文化的な生
活を営む上において、良好な環境が極めて重要で
あることにかんがみ、市、事業者及び市民の責務
を明らかにするとともに、良好な環境を保全する施
策の基本となる事項を定め、その施策を総合的か
つ計画に推進し、もっと市民の良好な環境を保全
することを目的とする。

飼い犬等（飼い猫）のふん
害の防止（第22条）

なし
人口
登録犬

約6.8万人
4,517頭
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都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

岩出市
（和歌山県）

岩出市の環境を守る条例
平成12年12月27日公布
平成12年12月27日施行

良好な環境の保全に関し、市、市民及び事業者の
責務を明らかにし、良好な環境を守るために必要
な事項を定めることにより、ゆたかな環境づくりを
推進し、もって健康で文化的な生活の確保に資す
る。

飼い犬を屋外で運動させる
場合、処理用具を携行し、
持ち帰り処理する。糞を残
さないようにする。

なし
人口
登録犬

約5.2万人
2,451頭

橋本市
（和歌山県）

環境保全条例
平成18年3月1日公布
平成18年3月1日施行

すべての市民が健康で文化的な生活を営む上に
おいて良好な環境が極めて重要であることにかん
がみ、市、事業者及び市民の責務を明らかにする
とともに、良好な環境を保全する施設の基本とな
る事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって市民の良好な環境を保全することを
目的とする。

・愛玩動物の管理
・飼い犬等の飼育
・飼い主の遵守事項

・飼い犬のふん害
等
・勧告書
・命令書
・通知書

人口
登録犬

約6.7万人
2,898頭

有田市
（和歌山県）

有田市美しいまち条例
平成11年10月19日公布
平成11年10月19日施行

環境基本法の精神にのっとり、ふるさと有田市の
美しいまちづくりの形成を目指し、有田市、市民等
及び事業者の責務を明らかにし、かつ一体となっ
て取り組むべき事項を定めることにより、環境美化
意識の向上及び美観の保護を行い、現在及び将
来の世代に美しいまち有田市を提供することを目
的とする。

・飼い犬の糞を適切に処理
する責務
・飼い主の遵守事項
・罰則

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約3.2万
1,327頭

串本町
（和歌山県）

串本町の豊かな自然と住み
よい環境を守る条例
平成17年4月1日公布
平成17年4月1日施行

串本町の豊かな自然環境と住みよい生活環境を
守るため町、町民、旅行者等が一体となって美し
い町作りを推進することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の責務
・措置命令及び制裁

なし
人口
登録犬

約1.9万人
1,109頭

境港市
（鳥取県）

境港市飼い犬ふん害等防止
条例
平成9年12月19日公布
平成9年12月19日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処
理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い
犬のふん害等防止に関する意識の高揚を図り、市
民の快適な生活環境の推進に寄与することを目
的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等指導報告書
・勧告書

人口
登録犬

約3.7万人
1,726頭

雲南市
（島根県）

雲南市ポイ捨て及び飼い犬
等ふん害の防止に関する条
例
平成16年11月1日公布
平成16年11月1日施行

飲料容器、吸い殻等の散乱の防止及び飼い犬等
によるふん害防止について、市、事業者、市民等
の責務を明らかにするとともに、ポイ捨ての禁止、
飲料容器の回収及び資源化並びに飼い犬等のふ
ん害防止その他の必要な事項を定めることによ
り、清潔できれいな市をつくり、かつ資源の有効な
利用を促進し、もって快適な生活環境を確保する
ことを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い主の遵守事項
・指導及び助言
・勧告
・命令
・罰則

・飼い犬のふん害
等勧告書
・飼い犬のふん害
等命令書

人口
登録犬

約4.3万人
2,635頭

人口 284,228人

登録犬 15,268頭

岩国市
（山口県）

岩国市良好な生活環境確保
のための迷惑行為防止に関
する条例
平成21年12月24日公布
平成22年4月1日施行
（21条の規定は平成22年7月
1日施行）

空き缶等のポイ捨てをはじめとした迷惑行為の防
止について必要な事項を定め、市民等、事業者、
占有者等及び市の責務を明らかにし一体となって
環境美化意識の向上を図るとともに、思いやりの
ある行動を促し、もって市民の良好な生活環境を
確保することを目的とする。

・動物の飼い主によるふん
の放置若しくは投棄の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・要請及び命令

・命令書
・公表通知書

人口
登録犬
（制定時点）

約14.3万人
9,942頭

宇部市
（山口県）

宇部市環境保全条例
平成17年3月29日公布
平成17年4月1日施行

宇部市における環境の保全及び創造について、
基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の
責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関
する施策の基本となる事項を定めることにより、当
該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好
な環境を確保するとともに、地球環境の保全に貢
献することを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・公共の場所への犬の糞便
等廃棄物の投棄の禁止等

人口
登録犬

約17.3万人
11,598頭

山口市
（山口県）

山口市の生活環境の保全に
関する条例
平成17年10月1日公布
平成17年10月1日施行

山口市環境基本条例に掲げる基本理念にのっと
り、市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な
生活を営むことができる生活環境の確保に必要な
事項を定め、もって健康で文化的な生活の実現に
寄与することを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・動物の所有者及び占有者
の責務
・動物の販売に際しての説
明義務
・犬の飼養者の遵守事項
・猫の飼養者の遵守事項
・勧告及び命令

・犬のふんによる
汚損の回復等措
置勧告書
・犬のふんによる
汚損の回復等措
置命令書
・猫の飼養に関す
る措置勧告書
・猫の飼養に関す
る措置命令書

人口
登録犬

約19.6万人
12,072頭

防府市
（山口県）

防府市空き缶等のポイ捨て
及び犬のふんの放置防止に
関する条例
平成13年12月26日公布
平成14年4月1日施行

ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止につい
て、必要な事項を定めることにより、市、事業者、
市民等及び占有者等が一体となって地域におけ
る環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくり
に資することを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・市の責務
・飼い主の責務
・禁止行為
・勧告
・公表

人口
登録犬

約11.6万人
7,601頭

下関市
（山口県）

下関市環境美化条例
平成17年2月13日公布
平成17年2月13日施行
（平成20年4月1日改正）

この条例は、ポイ捨て、落書き及び路上喫煙の防
止について必要な事項を定めることにより、地域
の環境美化の促進及び安全で快適な都市空間の
形成を図り、もって市民の生活環境の向上に資す
ることを目的とする。

・管理する犬（以下「飼い
犬」という。）の排せつした
ふんの放置の禁止
・飼い犬を散歩させる場合
は、ふんを持ち帰るための
用具を携帯すること。

・告知・弁明書
・過料処分決定通
知書

（平成23年4月1日時点）

（平成22年度末時点）
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（改正等年月日）
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備考

（平成22年度）

下松市
（山口県）

下松市空き缶等のポイ捨て
禁止条例
平成9年12月18日公布
平成10年4月1日施行

市民等、事業者、占有者等及び市が一体となっ
て、空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における
環境美化の促進を図り、もって清潔で美しいまち
づくりを目指すことを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い犬のふん害防止
・原状回復命令（ふんの持
ち帰り及び処理）

人口
登録犬

約5.5万人
2,808頭

光市
（山口県）

光市空き缶等のポイ捨て禁
止条例
平成16年10月4日公布
平成16年10月4日施行

市民等、事業者、占有者及び市が一体となって、
空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における環境
美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指
すことを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い犬のふん害防止

人口
登録犬

約5.3万人
2,996頭

長門市
（山口県）

長門市ポイ捨て等防止条例
平成17年7月11日公布
平成17年7月11日施行

市、市民、事業者及び土地又は建物の所有者が
協力して、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い
殻等のごみ散乱や犬のふんの放置をなくし、きれ
いで美しいまちづくりの推進に寄与することを目的
とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・市の責任
・市民の義務
・意識の啓発等

人口
登録犬

約3.8万人
2,071頭

柳井市
（山口県）

柳井市をきれいにする条例
平成17年6月30日公布
平成17年6月30日施行

柳井市の良好な生活環境を保全し、市民の誇れ
る清潔で美しいまちづくりを図ることを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い犬等の遺棄及びふん
の放置の禁止
・市民等に対する勧告
・命令
・公表

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約3.5万人
2,205頭

美祢市
（山口県）

美祢市空き缶等のポイ捨て
禁止条例
平成20年3月21日公布
平成20年3月21日施行

市民等、事業者、占有者及び市が一体となって、
地域における環境美化の促進を図り、清潔で美し
いまちづくりを目指すことを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い主のふん害防止
・命令
・公表

・原状回復等命令
書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約2.8万人
2,143頭

周南市
（山口県）

周南市空き缶等のポイ捨て
禁止条例
平成15年4月21日公布
平成15年4月21日施行

市民等、事業者、占有者等及び市が一体となっ
て、空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における
環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを
目指すことを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い犬のふん害防止
・命令
・公表

・原状回復等命令
書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約14.9万人
9,826頭

山陽小野田市
（山口県）

山陽小野田市空き缶等のポ
イ捨て禁止条例
平成17年3月22日公布
平成17年3月22日施行

市、市民等、事業者及び占有者等が一体となって
空き缶等のポイ捨てを防止することにより、地域に
おける環境美化の促進を図り、もって清潔なまち
づくりに資することを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・飼い犬のふん害防止
・勧告
・命令
・公表

・勧告書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約6.4万人
4,170頭

和木町
（山口県）

和木町環境美化条例
平成13年3月23日公布
平成13年4月1日施行
（平成19年4月1日一部改正）

粗大ごみ等の投棄及び空き缶等のポイ捨て並び
に飼い犬のふんの放置等の防止について必要な
事項を定めることにより、町民等、事業者、占有者
等及び町が一体となって、環境の美化を図り、清
潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・町の責務
・町民等の責務
・禁止行為
・命令

人口
登録犬

約0.6万人
241頭

田布施町
（山口県）

美しいまちづくり推進条例
平成13年12月26日公布
平成14年4月1日施行

この条例は、美しくて魅力のある景観及び環境を
つくることが、本町の定住条件を高め、また、まち
を発展させる原動力になることから、まちづくり行
政に携わる者と町民及び民間企業の関係者が互
いに協力しあって美しいまち田布施をつくることを
目的とする。

・散歩中の犬のふん便の始
末
・立入検査、改善要請
・改善勧告又は命令
・公表

・改善要請書
・勧告書・命令書
・公表通知書

人口
登録数

約1.6万人
1,189頭

平生町
（山口県）

快適な環境づくり推進条例
平成15年3月28日公布
平成15年4月1日施行

町民等、事業者、土地占有者等及び町が一体と
なって、地域における快適な環境を創造し、清潔
で美しく魅力のあるまちづくりを目的とする。

・ふん害等防止に関する意
識高揚等
・犬の飼い主の責務
・指導、要請
・勧告
・公表

勧告書
人口
登録犬

約1.3万人
987頭

徳島市
（徳島県）

徳島市ポイ捨て及び犬のふ
ん害の防止に関する条例
平成13年12月27日公布
平成14年7月1日施行

ポイ捨て及び犬のふん害を防止する事により、清
潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活
環境の保持にし資することを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・飼い主の責務
・罰則

飼い主のふん害
等勧告書

人口
登録犬

約26.5万人
10,025頭

鳴門市
（徳島県）

鳴門市ポイ捨て防止等環境
美化の促進及び放置自転車
の適正な処理に関する条例
平成14年12月25日公布
平成15年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止及びふん
害の防止並びに放置自転車の適正な処理に関し
必要な事項を定める事により、清潔で美しいまち
づくりを推進し、もって快適な生活環境の保持にし
資することを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・飼い主の責務
・指導及び勧告

・飼い主のふん害
等勧告書
・命令書
・弁明通知書

人口
登録犬

約6.2万人
3,326頭

阿南市
（徳島県）

阿南市ポイ捨て等防止に関
する条例
平成15年10月1日公布
平成16年4月1日施行

市民等、事業者、所有者等及び市が一体となって
ポイ捨て及び犬のふん害を防止することにより、
快適な生活環境の保全と環境の美化の推進を図
ることを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・これらに関する啓発及び
広報活動
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

約7.7万人
3,850頭
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吉野川市
（徳島県）

吉野川市飼い犬等のふん害
の防止に関する条例
平成16年10月1日公布
平成16年10月1日施行

この条例は飼い主等のふん及び尿の処理等につ
いて飼い主のマナー向上を高め、ふん害等の防
止に関する意識の高揚を図り、住民の良好な生活
環境の維持及び環境美化の促進の寄与すること
を目的とする。

1　飼い主の遵守事項
2　指導及び勧告

・飼い主等のふん
害防止勧告書

人口
登録犬

約4.4万人
2,802頭

阿波市
（徳島県）

阿波市ポイ捨て及び犬のふ
ん害の防止に関する条例
平成17年4月1日公布
平成17年4月1日施行

この条例は、市民等、事業者、所有者等及び市が
一体となって、ポイ捨て及び落書き並びに犬のふ
ん害を防止することにより、快適な生活環境の保
全と環境の美化の推進を図ることを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬

44,034人
2,802頭

美馬市
（徳島県）

美馬市の環境美化の推進に
関する条例
平成17年3月1日公布
平成17年3月1日施行

市の環境美化を図るため、不法投、棄飼い犬のふ
ん害防止及び空き地の環境保持を講ずることによ
り環境保全資源活用を図りもって自然及び生活環
境の保全に寄与することを目的とする。

飼い主のふん害等の防止
に関する啓発市民の協力
飼い主の遵守事項指導及
び勧告

飼い犬のふん害
等立入調査勧告
措置命令

人口
登録犬

約3.2万人
2,859頭

北島町
（徳島県）

北島町ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成14年12月24日公布
平成15年4月1日施行
第14条平成15年10月1日施
行
（平成16年4月1日一部改正）

この条例は町、町民等事業者及び所有者が一体
となって、ポイ捨て及びふん害を防止することに
よって、清潔で美しいまちづくりを推進し快適な生
活環境を保全することを目的とする。

・飼い主の責務
・飼い犬のふんの放置の禁
止
・指導又は勧告
・措置命令

なし
人口
登録犬

約2.2万人
1,282頭

藍住町
（徳島県）

藍住町ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成15年9月25日公布
平成16年4月1日施行
（平成16年10月1日一部改
正）

ポイ捨て並びに犬のふん害を防止することにより、
清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生
活環境の保持に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告・罰則

飼い主のふん害
等勧告書

人口
登録犬

約3.3万人
1,576頭

上板町
（徳島県）

上板町環境美化の推進に関
する条例
平成14年12月25日公布
平成15年4月1日施行

この条例は、町の環境美化を図るため、ごみの投
げ捨て及び散乱、犬・ねこのふん害の防止並びに
空き地の環境保持、その他必要な対策を講じるこ
とにより、町、町民等、事業者、占有者等、犬・ねこ
の飼い主等が一体となって地域環境の美化及び
資源の有効活用を図り、もって環境に配慮した住
民の自発的活動を促すことにより、豊かな自然と
歴史を活かした生活環境の保全と循環型社会の
構築を目的とする。

・町の責務
・飼い主等の責務
・指導又は勧告
・措置命令
・罰則

人口
登録犬

約1.3万人
954頭

松山市
（愛媛県）

松山のまちをみんなで美しく
する条例
平成15年3月24日公布
平成15年7月1日施行

空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬
のふんの放置を防止することにより、市民総参加
による国際観光温泉文化都市松山にふさわしい
美しいまちづくりを推進することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・助言、指導及び命令

命令書
人口
登録犬

約51.5万人
22,502頭

新居浜市
（愛媛県）

きれいな新居浜をみんなで
つくる条例
平成13年12月25日公布
平成14年4月1日施行

市民、事業者及び占有者等が一体となってごみ等
の散乱及び投棄を防止し、空き缶等の回収及び
再資源化を促進するための措置を講じることによ
り、地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、
もって環境に配慮した市民の自発的な活動を促す
とともに、清潔で美しいまちづくりに資することを目
的とします。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

約12.5万人
7,859頭

宇和島市
（愛媛県）

宇和島市飼い犬ふん害等防
止条例
平成17年8月1日公布
平成17年8月1日施行

飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処
理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い
犬のふん害等防止に関する意識の高揚を図り、市
民の快適な生活環境の推進に寄与することを目
的とする。

・飼い犬のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

なし
人口
登録犬
（制定時点）

92,602人
5,052頭

人口
登録犬

約2万人
1,441頭

人口
登録犬

約2.7万人
1,772頭

いの町
（高知県）

いの町ポイ捨て及びふん害
防止条例
平成18年3月31日公布
平成18年6月1日施行

町民、事業者、飼い主及び所有者等並びに町の
責務を明らかにし、地域の環境美化の促進を図
り、清潔で快適な生活環境を確保することを目的
とする。

・ふん害の防止に関する啓
発及び広報活動
・町への協力
・犬等のふん放置禁止
・勧告、命令及び公表

・勧告書
・命令書
・通知書 （平成22年4月時点）

安芸市
（高知県）

安芸市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例
平成15年3月25日公布
平成15年4月1日施行

ポイ捨てによる空き缶等ごみの散乱及び犬等の
ふん害の防止について、必要な事項を定めること
により、地域の環境美化と清潔で快適な生活環境
を確保することを目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・事業者の責務
・占有者等の責務
・犬等の飼い主の責務
・印刷物等の回収
・回収容器の設置等
・重点区域
・指導及び勧告
・命令及び公表
・規則への委任

安芸市ポイ捨て
及びふん害の防
止に関する命令
書

（平成23年4月時点）

31



都道府県・
市区町村名

保護管理要網等の名称
公布年月日
施行年月日

（改正等年月日）

目的（趣旨） 内容 様式
備考

（平成22年度）

久留米市
（福岡県）

久留米市環境美化促進条例
平成19年3月29日公布
平成19年6月1日施行

久留米市環境基本条例の基本理念にのっとり、地
域の環境美化について、市、市民等及び事業者
等の責務を明らかにするとともに、ポイ捨ての禁
止、不法投棄の防止その他環境美化の促進に必
要な事項を定めること等により、清潔で美しいまち
づくりの推進を図り、もって快適な生活環境の保全
に寄与することを目的とする。

市民等（飼主）の責務
人口
登録犬

約30万人
18,089頭

田川市
（福岡県）

田川市人に優しくうつくしいま
ちづくり条例
平成19年12月25日公布
平成20年10月1日施行

人に優しくうつくしいまちづくりについて、基本理念
並びに市民等、事業者及び市それぞれの責務を
明らかにするとともに、その施策の基本事項を定
めることにより、市民等が安全で快適な環境の中
で生活を営めるよう、清潔で人に優しくうつくしいま
ちづくりを目指すことを目的とする。

・愛がん動物の飼い主の責
務
・市の啓発活動
・指導及び勧告

・指導員証明書
・勧告書
・報告書

人口
登録犬

約5.1万人
3,022頭

嘉麻市
（福岡県）

嘉麻市環境美化条例
平成18年12月15日公布
平成18年12月15日施行

この条例は、環境美化の促進及びその保持を図
るため、必要な事項を定めることにより、嘉麻市、
市民等及び事業者が一体となって、廃棄物の不法
投棄の禁止、飼い犬のふん害を防止することによ
り、快適な生活環境の保持と清潔で美しい緑豊か
なまちづくりを目指すことを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・勧告書
・措置命令書
・戒告書
・代執行令書

人口
登録犬

約4.5万人
2,796頭

人口
登録犬

3.8万人
3,061頭

人口
登録犬

4万人
2,050頭

水巻町
（福岡県）

水巻町飼い犬・猫のふん害
等の防止に関する条例
平成23年3月30日公布
平成23年4月1日施行

犬・ねこのふん及び尿の処理等について、飼い主
のマナーの向上及びふん害等の防止に関する意
識の高揚を図り、住民の良好な生活環境の維持、
環境美化の促進に寄与することを目的とする。

・町の責務
・飼い主の責務
・住民の権利
・指導勧告及び公表

・勧告書
・命令書

人口
登録犬
（制定時点）

2.9万人
1,793頭

桂川町
（福岡県）

桂川町環境美化推進条例
平成21年3月27日公布
平成21年4月1日施行

桂川町の地域の環境美化を図り、貴重な自然環
境と快適な生活環境を保全し、もって美しいまちづ
くりを推進することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・町民の協力
・指導及び勧告

勧告書
人口
登録犬

約1.4万人
1,216頭

香春町
（福岡県）

香春町飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成20年9月30日公布
平成20年9月30日施行

飼い犬等のふん及び尿の処理等について飼い主
のマナー向上を高め、ふん害等の防止に関する
意識の高揚を図り、住民の良好な生活環境の維
持、環境美化の促進に寄与することを目的とす
る。

・町の責務
・飼い主の責務
・指導、勧告及び公表
・罰則

・飼い犬等のふん
害の防止勧告書
・命令書

人口
登録犬

約1.2万人
1,221頭

大任町
（福岡県）

大任町飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成21年6月24日公布
平成21年6月24日施行

飼い犬等のふん及び尿の処理について飼い主の
マナーの向上、ふん害等の防止に関する意識の
高揚を図り、住民の良好な生活環境の維持、環境
美化の促進に寄与することを目的とする。

・町の責務（啓発）
・飼い主の責務
・指導、勧告及び公表
・命令

・ふん害防止勧告
書
・命令書

人口
登録犬

約5,700人
548頭

苅田町
（福岡県）

苅田町飼い犬・猫のふん害
等の防止に関する条例
昭和17年1月1日公布
平成16年6月24日全改正

飼い犬・猫のふん害および尿の処理等について、
飼い主のマナーの向上、ふん害等の防止に関す
る意識の高揚を図り、住民の良好な生活環境の
維持、環境美化の促進に寄与すること。

・町、飼い主の責務
・住民の権利
・指導、勧告、公表、命令

なし
人口
登録犬

約3.6万人
2,153頭

みやこ町
（福岡県）

みやこ町人と犬、猫の共生に
関する条例
平成18年3月20日公布
平成18年3月20日施行

人と犬・ねことのより良い共生社会の形成に関し、
必要な事項を定め、町、町民、飼い主の三者が協
力し合うことによって、犬・ねこの健康と安全の確
保及び犬・ねこによる人の生命、身体、財産に対
する侵害の防止並びに町民の良好な生活環境の
維持、環境美化の促進に寄与することを目的とす
る。

・飼養者の遵守努力
・飼養することができなく
なった場合、新たな飼い主
等を見つけるよう努力

・人と犬・ねこの
共生に関する是
正勧告書
・是正命令書

人口
登録犬

約2.2万人
1,983頭

吉富町
（福岡県）

吉富町ポイ捨て等防止条例
平成19年9月21日公布
平成20年4月1日施行

空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置の防
止、清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活
環境の確保を資することを目的とする。

・飼い主のふん害の防止に
関する啓発
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

7,096人
385頭

佐賀市
（佐賀県）

佐賀市飼い犬のふん害の防
止に関する条例
平成18年12月21日公布
平成19年4月1日施行

飼い主のふんの適切な処理について必要な事項
を定めることにより、市民の良好な生活環境の維
持を図ることを目的とする。

・市の責務
・市民の協力
・遵守事項
・指導及び命令
・調査
・罰則

措置命令書
人口
登録犬

約23万人
 12,541頭

志免町
（福岡県）

志免町飼い犬等のふん害の
防止に関する条例
平成12年9月28日公布
平成12年12月1日施行

この条例は、飼い犬等のふん及び尿の処理につ
いて飼い主のマナー向上を高め、ふん害等の防
止に関する意識の高揚を図り、住民の良好な生活
環境の維持、環境美化の促進に寄与する事を目
的とする。

・町の責務
・飼い主の責務
・指導、勧告及び公表
・命令

・勧告書
・勧告履行命令書 （平成22年度）

宇美町
（福岡県）

宇美町飼い犬ふん害防止に
関する条例
平成18年9月29日公布
平成19年4月1日施行

宇美町における飼い犬等のふん害等の防止に関
し、必要な事項を定めることにより、飼い主の意識
の高揚を図り、もって住民の良好な生活環境の維
持、環境美化の促進に寄与することを目的とす
る。

・町の責務
・飼い主の責務
・指導及び勧告
・命令

・勧告書
・命令書

（平成22年度）
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大町町
（佐賀県）

大町町ごみのポイ捨て及び
飼い犬のふん害の防止に関
する条例
平成17年3月22日公布
平成17年7月1日施行

町、町民等、事業者及び所有者等が一体となっ
て、ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害を防止す
ることにより、地域における環境美化の促進を図
り、町民の快適な生活環境を確保することを目的
とする。

・町の責務
・土地所有者等の責務
・飼い主の責務
・禁止行為
・指導及び勧告、命令
・立入調査
・公表

・身分証明書
・勧告書
・原状回復等命令
書
・勧告履行命令書

人口
登録犬

約0.7万人
426頭

長洲町
（熊本県）

環境美化条例
平成18年6月27日公布
平成18年8月1日施行

ごみのポイ捨て防止、落書きの防止及びペットの
ふんの適切な処理並びに空き地等の適正な管理
等について必要な事項を定めることにより、清掃
思想の普及及び地域の環境美化についての意識
啓発を図り、もって町民の快適な生活環境の保全
及び清潔で美しいまちづくりの実現を目指すことを
目的とする。

・ふんの適正な処理
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・勧告書
・命令書

人口
登録犬数

約1.7万人
1,058頭

人口
登録犬

約47.5 万人
23,879頭

鹿児島市
（鹿児島県）

鹿児島市みんなでまちを美し
くする条例
平成16年7月1日公布
平成16年10月1日施行

空き缶・吸い殻等の投棄、飼い犬のふんの放置等
の防止について必要な事項を定め、市民等及び
事業者の意識の向上を図り、市民総参加による美
しいまちづくりを推進することを目的とする。

・市民等の義務（抜粋：市民
等は、公共の場所及び他
人の土地に、飼い犬のふん
を放置してはならない。）
・措置命令
・過料

・命令書
・告知・弁明書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約60万人
29,955頭

人口
登録犬

約4.4万人
3,149頭

人口
登録犬

約3.1万人
1,739頭

薩摩川内市
（鹿児島県）

薩摩川内市環境美化推進条
例
平成16年10月12日公布
平成17年4月1日施行

市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等の
ごみの散乱の防止等に努めることにより、環境の
美化を積極的に推進し、もって市の美しい自然及
び良好な生活環境の確保に資することを目的とす
る。
～抜粋～
（禁止行為）
第9条第2項　犬又は猫その他愛玩動物の所有者
又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理する
とともに、みだりにふんを放置してはならない。

・市民等への啓発
・市民及び事業者の協力
・改善勧告
・改善命令

様式は定めてい
ない。

人口
登録犬

約10万人
6,417頭

さつま町
（鹿児島県）

さつま町環境美化条例
平成17年3月22日公布
平成17年3月22日施行

町、町民等及び事業者等が一体となって、空き缶
等の散乱の防止等に努めることにより、環境の美
化を積極的に推進し、もってさつま町の美しい自
然と快適な生活環境の確保に資することを目的と
する。
ふん害に関する条文
　第10条第3項　犬その他愛玩動物の所有者又は
管理者は、公共の場所においてみだりにふんを放
置してはならない。

・町、町民等の責務
・禁止行為等
・ボランティアの参加協力
・改善勧告・命令

改善措置命令書
人口
登録犬

約2.5万人
1,793頭

阿久根市
（鹿児島県）

環境美化条例
平成18年3月31日公布
平成18年10月1日施行

空き缶、吸い殻等の散乱の防止等について必要
な事項を定めることにより、市、市民等、事業者及
び占有者等が一体となって環境の美化を積極的
に推進し、もって本市の美しい自然環境及び良好
な生活環境の確保に資することを目的とする。

・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告
・命令・罰則

・改善勧告書
・改善命令書

人口
登録犬

約2.3万人
1,632頭

出水市
（鹿児島県）

環境美化推進条例
平成18年3月13日公布
平成18年3月13日施行

空き缶等のポイ捨て及び犬又は猫のふん害の防
止について必要な事項を定めることにより、市、市
民及び事業者が一体となって清潔で美しいまちづ
くりを推進し、市民の快適な生活に寄与することを
目的とする。

・飼い主の遵守事項
・市民の協力
・指導及び勧告
・命令・罰則

・改善勧告書
・改善命令書

人口
登録犬

約5.5万人
3,251頭

伊佐市
（鹿児島県）

伊佐市環境美化推進条例
平成20年11月1日公布
平成20年11月1日施行

市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等の
ごみの散乱の防止等に努めることにより、環境の
美化を積極的に推進し、もって市の美しい自然と
良好な生活環境の確保に資することを目的とす
る。

・犬や猫等の適正飼養
・ふんの放置の禁止

・勧告書
・命令書
・弁明等通知書

人口
登録犬

約3万人
2,782頭

いちき串木野
市
（鹿児島県）

いちき串木野市市民の手に
よる美しいまちづくり推進条
例
平成19年3月30日公布
平成19年7月1日施行

ごみ等の散乱、愛がん動物のふんの放置等の防
止及び土地、建物等の適切な管理について必要
な事項を定め、市、市民等及び事業者が一体とな
り地域の環境美化の推進を図り、もって清潔で快
適な生活環境の向上に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告

・飼い犬のふん害
等勧告書
・命令書 （平成23年度10月末時

点）

指宿市
（鹿児島県）

指宿市空き缶ポイ捨て等防
止条例
平成18年12月27日公布
平成19年4月1日施行

この条例は、ポイ捨て及び犬のふん害の防止につ
いて必要な事項を定めることにより、清潔で美しい
まちづくりを推進し、市民の快適な生活に寄与す
ることを目的とする。

・飼い主のふん害防止遵守
事項
・指導
・勧告
・命令
・公表
・罰則（5万円以下罰金）

・勧告書
・命令書 （平成23年度初め）

大分市
（大分県）

大分市ポイ捨て等の防止に
関する条例
平成18年6月27日公布
形成18 年7月1日施行

タバコの吸殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱
の防止ならびに喫煙の制限に関し、必要な事項を
定めることにより、市、市民等及び事業者が一体
となって清潔で美しい町づくりを推進し、快適な生
活環境を確保することを目的とする。

・飼犬のふんの散乱防止に
対する啓発
・市民の協力
・飼犬のふんの回収
・ポイ捨て防止強化区域の
指定
・勧告、公表、過料

・告知
・弁明書
・過料処分通知書 （平成22年度）
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姶良市
（鹿児島県）

姶良市環境美化条例
平成22年3月23日公布
平成22年3月23日施行

姶良市の環境美化の推進に関し、市、市民、事業
者及び関係行政機関の責務を明らかにするととも
に、空き缶、吸い殻等その他のごみの散乱の防止
等に必要な措置を講ずることにより、本市の豊か
な自然及び快適な生活環境の保全を図ることす
る。

禁止行為等
・改善勧告
・改善命令
・公表

人口
登録犬

75,118人
5,108頭

霧島市
（鹿児島県）

霧島市生活環境美化条例
平成19年12月26日公布
平成20年4月1日施行

この条例は、市、市民等及び事業者が協働して自
然と共生した清潔できれいな住みよいまちづくりを
推進するために必要な事項を定めることにより、
環境共生宣言都市にふさわしい快適で良好な生
活環境の実現に資することを目的とする。

・飼い主のふん害等の防止
に関する啓発
・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・指導及び勧告、罰則

なし
人口
登録犬

約12.7万人
8,277頭

志布志市
（鹿児島県）

志布志市ポイ捨て防止条例
平成21年3月27日公布
平成21年10月1日施行

空き缶・吸い殻等の投棄、飼い犬のふんの放置等
ポイ捨ての防止について必要な事項を定め、市民
等及び事業者の意識の向上を図り、市民総参加
による共生協働の美しいまちづくりを推進すること
を目的とする。

・市の責務
・市民等の責務
・事業者の責務
・市民等の義務
・命令
・委任
・過料

・命令書
・告知・弁明書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約3.4万人
2,456頭

大崎町
（鹿児島県）

大崎町ポイ捨て等防止条例
平成21年12月16日公布
平成22年4月1日施行

ポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の防止につ
いて、必要な事項を定め、清潔で美しいまちづくり
を推進し、もって町民の快適な生活環境の保持に
資することを目的とする。

・町の責務
・町民等の責務
・事業者の責務
・ポイ捨ての禁止等
・指導
・命令
・委任
・過料

・命令書
・告知・弁明書
・過料処分通知書

人口
登録犬

約1.5万人
1,295頭

徳之島町
（鹿児島県）

徳之島町ごみのポイ捨て及
び飼養動物等のふん害の防
止に関する条例
平成22年3月9日公布
平成22年7月1日施行
徳之島町ごみのポイ捨て及
び飼養動物等のふん害の防
止に関する条例施行規則
平成22年5月28日公布
平成22年7月1日施行

この条例は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物等
のふん害の防止に関し、必要な事項を定めること
により、人と環境にやさしいまちづくりを推進し、
もって快適な生活環境の保持に資することを目的
とする。

・飼養動物等の飼い主の責
務
・飼養動物等のふんの放置
禁止

・飼養動物等の糞
の放置
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

11,996人
686頭

天城町
（鹿児島県）

天城町ごみのポイ捨て及び
飼養動物等のふん害の防止
に関する条例
平成22年10月1日公布
平成22年10月1日施行

この条例は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物等
のふん害の防止に関し、必要な事項を定めること
により、人と環境にやさしいまちづくりを推進し、
もって快適な生活環境の保持に資することを目的
とする。

・飼養動物等の飼い主の責
務
・飼養動物等のふんの放置
禁止

人口
登録犬

6,664人
498頭

伊仙町
（鹿児島県）

伊仙町ごみのポイ捨て及び
飼養動物等のふん害の防止
に関する条例
平成22年9月17日公布
平成22年9月17日施行

この条例は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物等
のふん害の防止に関し、必要な事項を定めること
により、人と環境にやさしいまちづくりを推進し、
もって快適な生活環境の保持に資することを目的
とする。

・飼養動物等の飼い主の責
務
・飼養動物等のふんの放置
禁止

・飼養動物等の糞
の放置
・命令書
・過料処分通知書

人口
登録犬

7,205人
508頭

人口
登録犬

約9.2万人
4,063頭

渡名喜村
（沖縄県）

渡名喜村空き缶等のポイ捨
て禁止条例
平成22年6月22日公布
平成22年6月22日施行

この条例は、村民等、事業者、土地所有者等及び
村が一体となって空き缶等のポイ捨てを防止し、
地球における環境美化の促進を図り、清潔で美し
い村づくりを目指す事を目的とする。

・村民の協力
・飼い主の遵守事項

・勧告書
・命令書

人口
登録犬

413人
10頭

宜野湾市
（沖縄県）

宜野湾市ポイ捨てのない快
適なまちづくり条例
平成15年12月26日公布
平成16年4月1日施行

市民等、事業者、土地の占有等及び市が一体と
なって、空き缶、吸い殻等の散乱又は落書きを防
止することにより、市民が健康で快適な生活を営
み、生きがいを共感し、誇れるまちづくりに寄与す
ることを目的とする。

・市民の協力
・飼い主の遵守事項
・助言及び指導

命令書

（平成22年度時点）
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